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＊厚生労働省

・現在の薬物乱用の状況（3月29日）
＊政府広報オンライン

・世界自閉症啓発デー　日本実行委員会≪公式サイト≫

＊文部科学省

・平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の確定値及び訂正値の公表について（3月13日）
・体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通知）（3月13日）

・学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例（3月13日）
・教職員のメンタルヘルス対策検討会議の最終まとめについて（3月29日）
＊内閣府男女共同参画局

・「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査報告書（３月８日）

＊法務省

・平成２４年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）（3月1日）

・子どもの人権110番統計資料（平成14年～平成24年）

＊朝日新聞

・未就学児への虐待情報　広島県、引っ越し先にも伝達へ（3月1日）
・（私の視点）スポーツ指導　「言葉の暴力」なくす工夫を　林洋輔（３月２日）
・（どうする？）いじめ　反響編：上　学校への相談　「全体の問題」強調しよう（3月2日）紙面で読む
・自民、いじめ対策法案を修正へ　対象を子ども同士に限定（3月5日）
・児童虐待の摘発４７２件、過去最多　１２年、通告も最多（3月8日）

・（記者有論）大津いじめ自殺　踏み込んだ調査に学ぼう　伊藤舞虹（３月８日）

・これ体罰？基準示す　文科省、全国教委に（3月14日）紙面で読む
・いじめ把握へ専従員　滋賀県警、学校・教委を担当（3月17日）
・「我が子がいじめられている」1494人　（3月17日）
・「おねがい　たすけて」虐待被害８歳、友達に手紙（3月17日）
・４月から「いじめ防止教室」、大学生が協力　滋賀県警（3月18日）
・自殺原因に学校生活／川西・いじめ（3月29日）

・脱法ドラッグ中学生５万人初調査　１２０人「経験あり」（3月29日）
・「愚痴こぼせる相手つくって」　尾木ママの虐待防止論（3月27日）
・いじめ「誰がなぜ」　品川の中１自殺、父親の思い（3月30日）

＊シノドスSYNODOS
・いじめ防止法の策定で何が変わるのか　馳浩衆議院議員インタビュー（3月25日）
＊毎日新聞

・﻿これが言いたい:児童養護施設の子どもに高い進学のハードル＝高橋利一（2月28日）
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／５　母も少しずつ母親へと　／奈良（3月1日）
特集ワイド:ＡＫＢ４８・峯岸さんの丸刈り謝罪　滅私奉公と抑圧（3月1日）
・人権救済:いじめ２１％増、体罰３３％増　過去最多−−法務局（3月1日）
・いじめ防止条例:道が制定へ　知事「社会全体で防止を」　／北海道（3月1日）
・新たな扉を:性暴力被害防止のために　番外編　自らも娘、孫もＤＶ受け　被害者声上げ米国変えた（3月3日）
・憂楽帳:会話（3月4日）
・子育て同盟:結成します　イクメン知事ら１０人、４月から（3月5日）
・特集ワイド:愛ある体罰「ないですわ」　ラガーマンで教育者、大八木淳史さんが語る（３月６日）
・暴行:男児に暴力、５０代元担任教諭を書類送検−−奈良の支援学級（３月７日）
・児童虐待・ポルノ:検挙過去最多　児相通告対象は４２％増（３月７日）

・石井町:いじめ・体罰防止へ、議会に条例提案　町や学校など責務定める　／徳島（３月８日）

・いじめ対応マニュアル:防止・解決へ、学校全体でも対応　県教委、改訂　／兵庫（３月８日）
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／６　親子になるまで１８年　／奈良（３月８日）

・現場発:福岡・障害者施設事件　摘めぬ虐待の芽　家族「子供預け追及困難」／関係者「告発者探し怖い」（3月10日）
・いじめアンケ:悩む児童・生徒５２４４人、１．８２倍に　横浜市教委が教職員対象に実施　／神奈川
（3月17日）

・自殺者:昨年は２万７８５８人　１５年ぶり３万人下回る（3月14日）
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／７　「未熟な親」都市化で増加　／奈良
（3月1日）

・障害者虐待:防止法後３カ月、認定７５８件　通報２５２９件−−毎日新聞調査（3月21日）
・障害者虐待:防止手探り　ノウハウ、人手、権限…悩み多く　自治体・労働局、課題浮き彫り（3月21日）
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／８止　負の構造変える「子どもの村」　／奈良
（3月26日）

・大津・中２自殺:市教委がいじめ対策指針　学校組織で対応明示、具体例挙げ２２項目　／滋賀（3月29日）
・現場から:相模原いじめ事件・被害生徒証言　「最初に対処してくれれば」＝宗岡敬介　／神奈川
（3月27日）

・いじめ防止協力事業所:認定制度、可児市が来月スタート　日常的に見守り　情報集め専門委が対応　／岐阜（3月27日）
・発信箱:「虐待」と呼ぼう＝落合博（4月28日）
＊読売新聞

・シリーズ　叱る技術

（１）「指導死」親の会　大貫隆志さんに聞く（2月21日）
（２）元小学校教諭　野中信行さんに聞く（2月22日）
（３）阿江美恵子・東京女子体育大学教授に聞く（2月23日）
（４）奈良市立朱雀小学校・中嶋郁雄教諭に聞く（2月28日）
（５）愛知県刈谷市かりがね小学校・神谷和宏教諭に聞く（3月1日）
（６）諏訪東京理科大学・篠原菊紀教授に聞く（3月2日）
（７）兵庫教育大学　上地安昭名誉教授に聞く（3月6日）
・いじめ防止条例の提案見送り・・・高森町（長野県）（3月4日）
・いじめ防止、家庭も責任・・・自民が基本法案明記へ（3月5日）

・母子支援施設「足りない」・・・希望者が殺到、充実求める声（3月15日）
・「道徳」の教科化、前倒しを検討・・・文部科学省（3月25日）

＊時事通信

・自殺の１０～２０代女性、６７％未遂歴＝いじめ、虐待も遠因－ＮＰＯ調査（３月１日）
・児童ポルノ、過去最悪＝５年以上「流通」が２割－虐待も最多更新・警察庁（３月７日）
・配偶者間暴力、被災地で深刻＝福島で６割超－児童虐待も過去最高を記録【震災２年】（3月11日）
＊厚生労働省

・現在の薬物乱用の状況（3月29日）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/torikumi/
＊政府広報オンライン

・世界自閉症啓発デー　日本実行委員会≪公式サイト≫

国連総会（H19.12.18開催）において、カタール王国王妃の提案により、毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」（World Autism Awareness Day）とすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われている。
　日本でも、世界自閉症啓発デー・日本実行委員会が組織され、自閉症をはじめとする発達障害について、広く啓発する活動を行っています。
　具体的には、毎年、世界自閉症啓発デーの４月２日から８日を発達障害啓発週間として、シンポジウムの開催やランドマークのブルーライトアップ等の活動を行っている。
　http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/index.php
＊文部科学省

・平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の確定値及び訂正値の公表について（3月13日）
平成24年度9月に速報値として公表した、平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の調査結果を訂正（都道府県教育委員会等から、数値の誤りについて訂正の報告があったため）し、「小・中学校の不登校」の確定値、及びそれ以外の調査項目の訂正値を公表。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/03/1331725.htm
・体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通知）（3月13日）

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm
・学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例（3月13日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331908.htm
・教職員のメンタルヘルス対策検討会議の最終まとめについて（3月29日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/088/houkoku/1332639.htm
＊内閣府男女共同参画局

・「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査報告書（３月８日）
（抜粋）

（１） 男性の役割分担意識に関連する「5 つの志向性」とその度合い等について
主導権役割志向 男女の関係性において重要事項を決めるのは自分であるという志向性

・「家事は主に妻にしてほしい」と回答した男性は全体の５割。年代が高くなると増加し、既婚60 歳代では6 割強。女性にも同様の役割分担を肯定する回答が多く、女性全体の約６割が「家事は主に自分がした方がよい」と回答。
・「妻や恋人には自分の意見に従ってもらいたい」と回答した男性は全体の3 割強。男性の収入が高いと肯定する者が増加し、妻の収入が高いと否定する者が増加。
経済的役割志向 家族を経済的に支えるのは自分で、妻が働くことは期待しない志向性

・「家族のために仕事は継続しなければならない」と回答した男性は全体の８割弱。同様の役割を男性に期待する。女性も全体の８割と多い。
・「妻にはできるだけ稼いでもらいたい」と回答した男性は全体の2 割弱、否定的な回答は3 割強。男性の収入が増加するほど否定する者が増加し、妻が働くことに期待しない傾向がみられる。一方、女性では「自分もできるだけ稼ぎたい」との回答が多く、全体の５割弱である。
社会的役割志向 仕事の業績を評価されたい、社会的に活躍したいという志向性
・「仕事で業績を上げ評価されたい」と回答した男性は全体の6 割強。女性では７割強が夫に対し同様の期待を持つ。年代が高くなると肯定する男性は減少するが、女性ではあまり減少せず、男女の意識ギャップが見られる。
・「仕事では競争に勝ちたい」と回答した男性は4 割強。労働時間が長くなるほど強く肯定する者が増加する。
私的感情の抑制志向 悩み相談や弱音などプライベート感情を見せない志向性
・「悩みがあれば気軽に誰かに相談する」と回答した男性は全体の２割弱。未婚の方が否定する者がやや多く、年代が高くなると肯定する者が減少し、まわりにプライベートな感情を見せない傾向がみられる。女性全体の約6 割が「夫には悩みがあれば気軽に誰かに相談してほしい」と回答。
日常生活依存志向 家事など生活全般を妻に依存し、自分がやることを避ける志向性
・「家族の洗濯物を干すことは自分のすることではない」と回答した男性は全体の1 割強、6 割弱が否定的な回答。
（２） 日常生活の意識・行動と男性の役割分担意識に関連する「５つの志向性」等の関連について
・夫婦間の会話の頻度が高い場合に見られる傾向
「主導権役割志向」や「日常生活依存志向」、「私的感情抑制志向」が低い
「何もやる気がしない」「死にたい」などと感じることが少ない
・子どもの世話の頻度（育児参加）が高い場合に見られる傾向
「主導権役割志向」や「日常生活依存志向」が低く、「社会的役割志向」が強い
妻が「自営（農林水産）」「正社員」「公務員・公社等の正規職員」の場合、子どもの世話の頻度が高い
・「仕事をやめたい」と感じたことについて見られる傾向
「収入」が低くなるほど、また「労働時間」が長くなるほど、「あった」とする回答が増加する
・「何もやる気がしない」と感じたことについて見られる傾向
「経済的役割志向」が弱くなるほど「あった」とする回答が増加する
「収入」が低くなるほど、また「労働時間」が長くなるほど、「あった」とする回答が増加する__http://www.gender.go.jp/research/dansei_ishiki/index.html
＊法務省

・平成２４年における「人権侵犯事件」の状況について（概要）（3月1日）
～人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組～
○新規救済手続開始件数　２２，９３０件　（対前年比３．４％増加）
○処理件数　　　　　　　２２，６９４件　（対前年比２．８％増加）
【新規救済手続開始件数からみた特徴】
　(1) 学校におけるいじめに関する人権侵犯事件の増加　　　３，９８８件（対前年比２０．６％増加）
　(2) 教育職員による体罰に関する人権侵犯事件の増加　　　３７０件（対前年比３２．６％増加）
　(3) 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加（※(2)の事件は含まない）　８７３件（対前年比０．９％増加）
　(4) インターネットを利用した人権侵犯事件の増加　６７１件（対前年比５．５％増加） 
１　人権侵犯事件数（開始件数・処理件数）の動向

(1) 開始件数

　新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数は２２，９３０件であり，対前年比で７６２件（３．４％）増加した。
　（内訳）
　　◆　公務員・教育職員等による人権侵犯事件数が６，２８４件（対前年比１，１４３件 （２２．２％）増加）
　　　（注）・学校におけるいじめに関するもの　３，９８８件（対前年比２０．６％）増加
　　　 ・教育職員による体罰　３７０件（対前年比３２．６％）増加
　　◆　私人間の人権侵犯事件数が１６，６４６件（対前年比３８１件（２．２％）減少）
(2) 処理件数
　処理した人権侵犯事件数は２２，６９４件であり，対前年比で６２２件（２．８％）増加した。
（内訳）
　　◆　公務員・教育職員等による人権侵犯事件数が６，０８０件（対前年比９７４件（１９．１％）増加）
　　◆　私人間の人権侵犯事件数が１６，６１４件（対前年比３５２件（２．１％）減少）
　処理内訳別にみると，措置の内容としては，「援助」（注１）が２１，４４３件（全処理件数の９４．５％）で最も多く，次いで「要請」（注２）が２１６件（同１．０％），「説示」（注３）が１１０件（同０．５％），「調整」（注４）が８９件（同０．４％），となっている。
　また，特に重大・悪質な事案に関して，文書をもって是正を求める「勧告」をした事件が１件となっている。
このほか，「措置猶予」（注５）が５０件（同０．２％），「侵犯事実不存在」が９９件（同０．４％），「侵犯事実不明確」が５４７件（同２．４％），「啓発」（注６）を行ったものが１４９件（同０．７％）ある。
（注１）法律上の助言を行ったり，関係行政機関や関係ある公私の団体等を紹介すること。
（注２）被害の救済又は予防について実効的な対応ができる者に対し必要な措置を執るよう求めること。
（注３）相手方の反省を促し善処を求めるため事理を説き示すこと。
（注４）当事者間の関係調整を行うこと。
（注５）事案の軽重や反省の程度，懲戒の有無等を考慮して措置を講じないこと。
（注６）事件の関係者や地域社会に対し，人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行うこと。
(3) 特別事件
　新規に救済手続を開始した人権侵犯事件数のうち，特別事件（処理規程第２２条に規定されている重大な人権侵犯事件）の件数は１，８０２件で，前年に比べて３６５件（２５．４％）増加した。

２　人権侵犯事件の類型別新規救済手続き開始件数の動向

(1)　暴行・虐待事案
　暴行・虐待事案は４，９７７件（対前年比２．９％減少）で，全事件類型別の中で最も多く全事件数の２１．７％を占め，依然として憂慮すべき状況で推移している。
　このうち，いわゆる社会的に弱い立場にあるとされる女性，児童，高齢者，障害者を被害者とする事件の割合が８５．１％（４，２３３件）と非常に高い割合を占めている。
(2)　住居・生活の安全関係事案
住居・生活の安全関係事案は３，５４２件（対前年比５．１％減少）で，全事件数の１５．４％を占めている。
　　　このうち，相隣間における騒音等の相隣関係から生じる事件の割合が５２．３％（１，８５１件）と半数を占めている。
(3) 強制・強要事案
強制・強要事案（注）は３，０６０件（対前年比６．８％減少）で，全事件数の１３．３％を占めている。
　　　（注） 強制・強要事案とは，家庭内における強制・強要やセクシュアル・ハラスメント，ストーカー行為等を含む。 
(4) プライバシー関係事案
プライバシー関係事案は１，７４０件（対前年比２．７％減少）で，全事件数の７．６％を占めている。 

３　特徴的な動向

(1)　学校におけるいじめに関する人権侵犯事件の増加
　　　学校におけるいじめ（注）に関する人権侵犯事件数は，３，９８８件（対前年比２０．６％増加）で，昨年に引き続き過去最高となった。
　具体的には，いじめを受けている被害児童に対し，助言や提案を繰り返し行いつつ，学校と連携して対処するなどの「援助」を行った事案などがある。
　　　（注）学校におけるいじめに関する人権侵犯事件とは，学校側のいじめ防止のための対応が適切
　　　か否かをとらえ，学校長等を相手方とするものであって，いじめを行ったとされる児童・生徒を
相手方とするものではない。
(2)　教育職員による体罰に関する人権侵犯事件の増加　　　

教育職員による体罰に関する人権侵犯事件は３７０件（対前年比３２．６％）で，過去最高となった。
　　　具体的には，体罰を行ったとされる教育職員等に対する調査の結果，体罰が認められ，当該職員に対する「説示」等を行った事案などがある。
(3) 児童に対する暴行・虐待に関する人権侵犯事件の増加 (※(2)の事件は含まない）
　児童に対する暴行・虐待事案に関する人権侵犯事件数は８７３件（対前年比０．９％増加）で，昨年に引き続き過去最高となった。
　具体的には，親から虐待を受けている被害者について，一時避難施設の入所を手配するなどの「援助」を行った事案などがある。
(4) インターネットを利用した人権侵犯事件の増加

インターネットの普及により様々な情報に容易にアクセスできるようになった反面，インターネットを利用した人権侵犯事件は，ここ数年高い水準で推移している。
　平成２４年中に新規に開始したインターネットを利用した人権侵犯事件数は，前年の６３６件を上回る６７１件（５．５％増加）で，このうち，プライバシー侵害事案が３５５件，名誉毀損事案が２２７件となっており，この両事案で全体の８６．８％を占めている。なお，これらのうち，当機関がプロバイダ等に対し削除要請を行ったものは９７件である（対前年比５６．５％増加）。
　具体的には，本人の意に反して実名や年齢，過去の職歴に関する情報等がインターネット上の掲示板に掲載された事案について，「プロバイダ責任制限法　名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」（プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会）に基づきプロバイダ等に対し削除要請を行った事案などがある。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00157.html
・子どもの人権110番統計資料（平成14年～平成24年）　http://www.moj.go.jp/content/000108226.pdf
＊朝日新聞

・未就学児への虐待情報　広島県、引っ越し先にも伝達へ（3月1日）
　【中野寛】県は２８日、虐待された経験のある未就学児が保育所や幼稚園を移ったり、小学校に入学したりする際、虐待情報を引き継ぐ仕組みをつくる方針を明らかにした。同日の県議会２月定例会の一般質問で、佐々木昌弘・県健康福祉局長が答弁した。 

　県こども家庭課などによると、（１）虐待を発見した際、いつどこに通告したか（２）どこにどれくらいの間、一時保護されたか（３）普段の様子はどうか――などを伝えるフォーマットの作成を検討中。県保育連盟連合会や市町などと実現に向けて協議していくという。 

　これまで親の引っ越しなどで子どもが別の幼稚園や保育所に行った場合、こうした虐待情報を引き継ぐ仕組みはなかった。県は、関係先と合意できれば、今春から実施する見込みだ。 

　府中町で昨年１０月に起きた女児虐待死事件では、女児の転校の際に虐待情報が伝わっていなかったことが問題視され、県の検証委員会が、情報の共有方法を検討する必要があると提言した。学校間の情報伝達については県教委が２月、指導要録に虐待に関する情報を記載することを決め、各市町教委や県立学校に通知した。 

http://digital.asahi.com/area/hiroshima/articles/OSK201302280074.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201302280074
・（私の視点）スポーツ指導　「言葉の暴力」なくす工夫を　林洋輔（３月２日）
　スポーツや部活動での暴力や体罰が大きな問題になっているが、選手や子どもたちへの物理的な力にだけ問題を限るのは適切ではない。女子柔道で監督が選手に「死ね」と言ったと報じられたが、指導者からの「言葉の暴力」も克服されるべき課題だ。 

　これからのスポーツ指導者は、しっかりした倫理観にもとづく「言葉の使い手」であるべきだ。とはいえ、特別な修練を積んだり多彩な用語を駆使したり、といったことは必要ない。これまでの指導で使ってきた言葉や表現を、少し変えるだけでいい。 

　私の教訓を紹介したい。大学で研究に携わるかたわら、茨城県内のＮＰＯが運営するクラブで毎週、５歳から小６までの子どもたちを教えている。 

　みんなスポーツ好きの子どもたちだが、ルールや判定をめぐって、あるいは人間関係をめぐって、ときどきトラブルが起きる。私は当事者の子どもたちを呼び、「起きたことを最初から最後まですべて話しなさい」と言う。そして、語気を強め、「うそは許さない」と明言する。断固とした態度を強調することで子どもたちは素直に話し、トラブルが収束したことが何度かあった。 

　だらだらした雰囲気になってしまうこともある。そのまま練習を続けたら、けがをするかもしれない。集めて座らせ、こう話した。「君たちを叱ることはしない。やれば出来ることはわかっているからだ。だけど、出来るのにだらだらしていたら、怒鳴るかもしれない。それでは雰囲気が悪くなるし、君たちも楽しくないだろう。出来ることは全力でやる、きちんと見せるのも能力だ」。私の表情から厳しく叱られると覚悟していた子どもたちは、以後、真剣に練習に取り組むようになった。 

　失敗もある。子どもたちに考えながら練習してもらおうとある日、動作の型だけ教えたことがあった。ところが、彼らは戸惑いながら、なんとなく同じ動作を繰り返すだけで、ふざけ出す子もいた。この練習で何を鍛えるのか、どのようなポイントに注意すれば効果的かを、言葉できちんと表現しなかったからだと反省した。 

　以上の例は子どもたちが相手だが、中高生や大学生、社会人の場合はなおさら、言葉で十分に説明することが大事だ。その際、特別な言葉の技術は必要ない。粗雑な言葉は使わず、当然のことをどうやって伝えるか。その意識からおのずと表現は生まれると思う。 

　指導者は、的確な言葉と表現を磨いてほしい。それこそが、選手たちに適度な緊張感を与え、競技への意欲を呼び起こす。 （はやしようすけ　筑波大体育系研究員） 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303010599.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201303010599
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・（どうする？）いじめ　反響編：上　学校への相談　「全体の問題」強調しよう（3月2日）紙面で読む
子どもがいじめにあった時、親からこんな提案をする方法も

　１月から３回にわたって連載した「どうする？　いじめ」には、多数の体験やご意見をいただきました。反響編では、まず学校への相談方法について考えます。学校が動いてくれない時、親はどうすればいいのか。専門家に聞きました。 

　長男（１３）へのいじめが始まったのは、地元の公立中に入学してすぐだった。東北地方に住む女性（３９）は「指導ができない学校の様子を目の当たりにしました」とつづった。 

　入学前から楽しみにしていた部活動。そこで部員に土をかけられたり、道具を横取りされたりした。担任や顧問に伝えると、注意はしたようだった。 

　しかし、事態は悪化し、いじめは部活の外へも広がった。足を何度も踏まれる。殴るふりをされる。女性は頻繁に学校に足を運んだが、「生徒たちは覚えていないと言っている」「行事が終わったら調べます」などとうやむやにされた。夏休みの後、教室で一斉に無視が始まった。一人だけ机を離されたり、プリント類を回す時に、ぱっと手を離されたりした。 

　長男は教室に行けなくなり、保健室へ通うように。秋からは市の教育委員会も交え、話し合いを続けている。 

　「初期対応が不十分だったから状況が悪くなった。長男の心の傷ははかりしれない」と女性は話す。 

　　　　○　　　　○ 

　読者からは「学校がきちんと対応してくれない」「いじめを認めない」という声が多く寄せられた。どうしたら学校を動かせるのか。 

　いじめによる自殺などで子を失った親を中心に活動する「ジェントルハートプロジェクト」の武田さち子さんは、相談する時は、我が子だけの問題でないことを強調するよう助言する。「いじめを見たり加担したりして、苦しんでいる子もいるかもしれない。『他の子も安心して通えるよう、いじめを解決したい』と伝えることで、学校も動く場合がある」 

　相談する時は、同じクラスの保護者など第三者に同席してもらうと効果的だ。「複数で行くことで事の重大性が伝わり、客観的な意見があると説得力が増します」。いじめを受けたことのある子の親だと協力を得やすく、子どもが信頼する友達の親でもいいという。 

　学校がいじめの対応に慣れていない時は、具体策を提案するのも手だ。聞き取りの仕方を誤ると、子どもが「告げ口した」と言われ、いじめがひどくなりかねない。加害者に否定されて終わらないよう、先に周辺から聞き取りをして、事実確認をするよう求める方法もある。 

　相談はまず担任に。対応が不十分なら学年主任や校長、それでもだめなら教育委員会へ。教委が対応しない時は、弁護士やＮＰＯに相談することもできる。 

　武田さんは、親が焦らないことも大切だと話す。「親の必死な姿に、子どもが『申し訳ない』と自分を責めるケースもある。中学までは義務教育。うまくいかない時は『学校に行かなくても卒業できる』と覚悟を決め、落ち着いて構えて」 

　学校への対応以上に重要なのは、傷ついた子の心をケアすることだという。「抱えている気持ちを親以外の人に話すことで、楽になることもある。カウンセリングの専門家に話を聞いてもらうのもいい」 

　■追及の前に協力模索を 

　もっとうまく学校と交渉できていればと、自身の行動を悔やむ保護者もいる。 

　エッセイスト鳥居りんこさん（５１）の長男（２２）は、私立中学時代にいじめにあった。鳥居さんは「私がほえまくったために、学校がよろいをつけてしまった」と振り返る。 

　いじめがわかってすぐ、担任に暴言を投げつけた。学校は生徒にアンケートをとるなどしたが、長男の様子を毎日報告することや、加害者の処分などを次々に要求。学校が前向きに応じる芽をつぶしたと、後で気づいた。「保護者がケンカ腰だと、学校は保護者への対応に気を取られ、子どもは置き去りになってしまう。大切なのは、親と学校が協力すること」 

　　　　○　　　　○ 

　東京弁護士会の「子どもの人権１１０番」。担当の三坂彰彦弁護士は、子どもの意向を第一に考えてほしいと保護者に伝えている。 

　「保護者と子どもの気持ちには、隔たりがあることが多い」と三坂さん。親が加害者の退学処分を求めていても、子どもは自身の転校を望んでいたケースも。「自分で前に進めるように本人の意向を尊重して」 

　学校には、児童生徒に対する安全配慮義務がある。いじめの兆候がないか観察したり、兆候があれば調査・解明したりしなければならない。 

　被害者のケアや加害者への指導のほか、指導後の経過観察も求められる。「いじめが原因で教室に行けないなら、学校に授業に準じるものを求めたり、適応指導教室など代わりの手段を紹介してもらったりする権利もある」という。 

　こうした義務や権利を念頭に置きつつ、相談はあくまでも冷静に。「権利を盾にとるのではなく、子どものために協力してほしいという態度で交渉に臨んでほしい」と話している。 

　（田中陽子、畑山敦子） 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303010576.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201303010576
・自民、いじめ対策法案を修正へ　対象を子ども同士に限定（3月5日）
　【花野雄太】自民党は５日、今国会での成立を目指す「いじめ防止対策基本法案」の原案で、いじめの定義を修正する方針を決めた。いじめの加害者を「児童等」とし、法の対象を子ども同士のいじめに限定する。当初案では、教師による体罰もいじめの対象と解釈できる文言だったため、党内で異論が出ていた。
　１月２９日の党文部科学部会で示された当初案では、いじめを「一定の人的関係にある者が行う心理的または物理的攻撃」としていた。これに対し、「子ども間のいじめと、教師の体罰は分けて考えるべきだ」との意見が出たため、党内で調整。５日午前の同部会で、「者」を「児童等」に変更した修正案を示した。

　また、修正案では「保護者の役割」を強めた。「子の教育について第一義的責任を有する」としたうえで、「子がいじめを行うことのないよう、規範意識を養うための指導」をするよう求めている。

　７日の同部会で修正案がまとまり、与野党との協議が始まる見通し。

http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201303050080.html
・児童虐待の摘発４７２件、過去最多　１２年、通告も最多（3月8日）
児童相談所に通告した児童は２０１２年、１万６３８７人で前年の１・４倍に増えていることがわかった。また、通告事案とは別に警察が摘発（逮捕、書類送検）した虐待も４７２件で、通告事案、摘発件数とも過去最多だった。警察庁が７日、発表した。 

[image: image2.jpg]


　児童虐待防止法に基づき、警察は把握した児童虐待を児童相談所に通告している。１２年の通告児童数は前年より４８５１人増えた。 

　通告原因で最も多かったのは心理的虐待で８２６６人（５０％）。前年よりも３３７６人増えた。このうち、父親が母親に暴力をふるうなどのＤＶによって子どもの心を傷つける虐待とされたケースが５４３１件で、６６％を占めた。 

　次いで身体的虐待が５２２２人（３２％）、育児放棄（ネグレクト）が２７３６人（１７％）、性的虐待が１６３人（１％）の順だった。 

　警察が摘発した虐待は４７２件。前年より８８件増えた。被害児童は４７６人で、うち３２人は死亡していた。 

　身体的虐待の３４４件が最も多く、心理的虐待は６件。子供の内面を傷つける心理的虐待は、事件化が難しいため件数は少なかった。 

　摘発された加害者（４８６人）の内訳は、実父が１８６人（３８％）で最も多く、次いで実母の１０２人（２１％）、養父・継父の１００人（２１％）だった。 

　また、警察が１２年に摘発した児童ポルノ事件は１５９６件で、前年より１４１件増えて過去最多だった。被害児童は１２６４人。うち７１１人は小学生以下だった。 

　ファイル共有ソフトを使って愛好者が画像を交換する手口が目立ち、５１９件で３３％を占めた。 

　元警察官僚で、児童虐待問題に取り組む後藤啓二弁護士は「大半の児童は通告後も親と同居を続けている。児童相談所に任せきりにするのではなく、児童の安全を定期的に確認し、親の虐待再発を防止するため相談に応じるなどのフォローを続ける必要がある」と話している。http://digital.asahi.com/articles/TKY201303070073.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201303070073
・（記者有論）大津いじめ自殺　踏み込んだ調査に学ぼう　伊藤舞虹（３月８日）

　いじめを受けていた大津市の中学２年の男子生徒（当時１３）が自殺して１年５カ月。同級生はまもなく卒業を迎える。幼なじみだった女子生徒は市の第三者調査委員会が１月末に出した報告書の内容を知り、「答えが見つかってよかった」と話した。 
　報告書は、プロレス技を含む頻繁な暴力▽顔への落書きなど、１９のいじめ行為を列挙し、いじめが自殺の「直接的要因」と結論づけた。そのうえで、担任ら複数の教師がいじめを認識していたとし、「適切に対応していれば自殺に至らなかった」と指摘。因果関係を不明としてきた学校や市教委を「事実解明よりも訴訟をにらんだ法的責任論を重視した」と批判した。教育学の専門家は「事実経過を詳細に分析し、学校がいじめの認識を共有できなかった背景要因にも踏み込んだ点で画期的だ」と高く評価した。 

　なにが成否を分けたのか。理由は二つあると私は思う。 

　ひとつは、第三者委の人選だ。多くの場合、これまで遺族は置き去りにされてきた。群馬県桐生市で２０１０年に小学６年の女児が自殺した問題では、市教委が第三者委の委員名や会合時期さえ遺族に知らせず調査を開始。愛知県立高校の男子生徒が１１年に自殺した問題でも、県教委が当初、委員名を公表せず、遺族が調査への協力を拒否した。 

　大津市は遺族と話し合い、市側と遺族側から３人ずつ委員を推薦した。委員長に就いた裁判官出身の横山巌弁護士は「最も重視するのは事実」と発言。調査内容を正確に報告書に反映しているかをチェックする調査員を置き、中立性の確保に気を配った。 

　もうひとつのポイントは生徒への聞き取りを重視したことだ。自殺直後に調査に乗り出した学校は生徒の精神的負担を理由に、１カ月もせずに調査を打ち切った。一方、第三者委は調査を「生徒の心を癒やす場」と捉え、あえて正面から生徒と向き合った。聞き取りは教師らを含む延べ５６人、計９５時間に上った。 

　報告書には「人は誰でも過ちを犯すが、それを真摯（しんし）に見つめ、教訓を生かし歩むことが人としてのあり方であることを子どもたちに教える」の一文がある。ある委員は、生徒が「聞いてもらえて胸がすっとした」と話すのを聞き、手応えを感じたという。 

　子どもの自殺という不幸な出来事を繰り返してはならない。そのためにも、今回の検証が、いじめの防止に広く生かされていくことを望む。 
http://digital.asahi.com/articles/OSK201303070151.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201303070151
・これ体罰？基準示す　文科省、全国教委に（3月14日）紙面で読む
　文部科学省は１３日、学校教育法が禁じている「体罰」と、そうでない行為の区別を示した通知を全国の教育委員会に出した。２００７年にも同様の通知を出しているが、大阪市立桜宮高校の体罰問題を受け、現場に徹底することにした。 

　今回の通知では、体罰の例として、従来の「殴る・ける」に加え、「突き飛ばして転倒させる」「ペンを投げて当てる」などを列挙した。 

　また、「正当な行為」という項目を新設し、教員が身を守るための正当防衛▽暴力をふるう子の体を押さえつける▽集会中に大声を出して抵抗する子の腕を引っ張って移動させる――などは容認されると明示。居残りや掃除をさせることなども、生徒指導上の「懲戒」として認めている。 

　０７年の通知では触れなかった部活動については、「学校教育の一環で、体罰禁止は当然」と指摘。「顧問の独善的な目的で執拗（しつよう）かつ過度に肉体的・精神的負荷を与えることは教育的指導ではない」とした。 

■文部科学省が通知で示した例（★は今回追加分） 

【体罰】 

　殴る、ける、★頬をつねる、★頭を平手でたたく、★ペンを投げて当てる 

　長時間の正座や直立 

　用便や食事を禁じる 

【懲戒】 

　居残り、宿題、掃除をさせる 

　立ち歩きの多い子を叱って席につかせる 

　★部活の練習に遅刻した子を試合に出さない　 

【正当な行為】 

　★他の子や教師に暴力をふるう子の体を押さえつける 

　★全校集会を妨げる子の腕を手で引っ張って移動させる

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303130767.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201303130767
・いじめ把握へ専従員　滋賀県警、学校・教委を担当（3月17日）
　滋賀県警は、情報共有を密にするために学校や教育委員会をまわり、いじめや校内暴力などの早期把握に努める専従員「学校児童のパートナー係」を少年課に新たに配置すると発表した。警部１人と警部補７人を任命し、全１２警察署の１人ずつを同係兼務とする。大津市でいじめを受けていた中学生が自殺した問題では、いじめ情報を事前に把握できなかったことから態勢を強化する。
　同係は、春の人事異動に合わせた組織改編で少年課に新設される「少年健全育成室」（警視以下１９人態勢）に所属。担当地域を決め、兼務の署員と連携する。県警担当者は「学校と協力し、いじめを小さな芽のうちに摘み取りたい」と話す。

http://www.asahi.com/edu/articles/OSK201303150217.html
・「我が子がいじめられている」1494人　（3月17日）
　県教育局は、県立の高校や特別支援学校などに通う子どもの保護者を対象にしたいじめに関するアンケート結果をまとめた。全体の１・７％を占める児童生徒１４９４人の親が「学校でいじめられている」と回答し、教育局は「これだ
けの保護者が心配していることは重く受け止めたい」としている。 

　アンケートでは、冷やかしやからかい、金品の要求など具体的な「いじめ例」を示し、実際の被害や加害状況、子どもからの伝聞も含めてその有無を聞いた。 

　その結果、「学校でいじめをしている」が２９４人（０・３％）、「学校でいじめを見たと聞いたことがある」は３９９６人（４・５％）、「いじめがあると聞いたことがある」は２８４０人（３・２％）だった。一方、「家庭でいじめについて話す」は３万７２８７人（４１・６％）にとどまり、「話さない」が５万１３１９人（５７・２％）に上った。 

　調査期間は昨年１１月末～１２月末で、計２０７校に通う児童生徒１２万１５０７人の保護者に配布し、約７割の８万９６４３人分の回答を得た。 

http://digital.asahi.com/area/saitama/articles/MTW1303171100001.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_MTW1303171100001
・「おねがい　たすけて」虐待被害８歳、友達に手紙（3月17日）
　「おねがい　ガッツ（義父の愛称）から　たすけて」。堺市堺区の自宅で、内縁の妻の小６長女（１２）に暴行し、大けがを負わせた義父（３２）が傷害容疑で逮捕された事件で、ともに虐待されていた小２次女（８）は事件直前、こんな内容の手紙を友達に託していた。友達の保護者が朝日新聞に証言した。 

　複数の保護者が昨夏には異変に気付き、小学校や警察、児童相談所（児相）に計２０回ほど連絡したと話すが、事件を防げなかった。 

　事件は１月２３日に起きた。義父の無職松田和幸容疑者は１時間半にわたって長女を暴行。ヘアアイロンなどで殴り、タンスにたたきつけるなどし、両目に重傷を負わせたとされる。この時、次女も殴られたが、大きなけがはなかった。 

　保護者によると、手紙を受け取ったのは事件３日前の２０日。次女は小学校で、友達に「はい、手紙。読んでね」と、折りたたんだ緑色の折り紙を手渡した。友達は帰宅後、保護者と一緒に読んだ。ＳＯＳの言葉が鉛筆で書かれていた。 

　だが、保護者が堺署に通報したのは１０日後の３０日。次女が学校に来なくなったと、子どもから聞いたからだ。次女と長女は事件当日から、児相に保護されていた。通報が遅れたのは「すぐに動いてくれない」との思いがあったからだという。堺署が義父を逮捕したのは今月１４日だった。 

　この保護者は昨年８月、家に遊びに来た次女から「朝ご飯を食べさせてもらっていない」「（義父に）お皿で殴られた」と打ち明けられていた。同じ頃、別の保護者は、次女の背中にこぶし大のあざが４カ所あるのを見つけた。２人は昨秋以降、虐待を疑って堺署などに通報した。 

　堺署は昨年１２月、家庭訪問で長女と次女、母親（３２）と面会し、児相に「また虐待を受けるおそれがある」と通告。児相は、虐待は常習的ではないと判断し、義父を口頭で指導するにとどめていた。児相は「その当時に考えられる最善の対策をした。しかし、重大な結果に自責の念がある。より良い対処法を検討する」としている。 

http://digital.asahi.com/articles/OSK201303160143.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_OSK201303160143
・４月から「いじめ防止教室」、大学生が協力　滋賀県警（3月18日）
　【八角健太】大津市でいじめを受けた中学２年の男子生徒が自殺した問題を受け、滋賀県警は新年度から、大学生ボランティアに協力を求め、中学生を対象に「いじめ防止教室」を開く。中学生と年齢的に近い大学生に演劇や自らの体験を語る活動をしてもらい、生徒たちにいじめについて考えさせる狙い。警察がいじめ根絶に大学生の協力を得る試みは全国でも珍しいという。 

　県警は２００２年から県内在住の大学生をボランティアに登録。万引きなどを繰り返す少年や性的被害を受けて心に傷を負った女子生徒に勉強を教えるなどして立ち直りを支えてきた。 

　県警は新年度から、このボランティアの枠を２０人から６０人に広げる。これまでの支援活動に加え、少年サポートセンターが新たに県内各地で開催するいじめ防止教室への参加を求め、大学生のアイデアも盛り込み、なぜいじめをしてはいけないのかなどを中学生に伝えてもらうことにした。 

　県警少年課の松原国彦課長は「大学生ならではの工夫で『いじめは犯罪』と子どもたちに教えてほしい。年上のお兄さん、お姉さんとして中学生と本音で言い合える関係を築いてくれるはずだ」と期待を寄せる。 

http://digital.asahi.com/articles/OSK201303180032.html?ref=comkiji_txt_end
・自殺原因に学校生活／川西・いじめ（3月29日）
　川西市で昨年９月に自殺した県立高校２年の男子生徒（１７）がいじめを受けていた問題で、市の第三者機関「子どもの人権オンブズパーソン」は２８日、調査報告書をまとめた。いじめ行為が直接自殺に結びついたとまで判断できないとしながらも、「一方的ないじめを受け続けた状況や、学校での人間関係が自殺の原因となった可能性は極めて高い」と結論づけた。 

　オンブズパーソンは、学校が実施した同級生へのアンケートや、校長や教諭、遺族からの聞き取りをもとに、生徒はクラスで居場所がなかった▽「ムシ」と呼ばれるなど、同級生３人のいじめが繰り返される中で孤立感を深め、自殺を考えるまで精神的に追い詰められたと指摘。人格権が侵害された状態だったとした。 

　学校がいじめ行為を把握していなかったことや、生徒が担任以外の教諭とほとんど接点がなかったことを挙げ、「問題行動の予兆や変化への感度が十分でなく、気軽に相談できる信頼関係を築くことができていなかった」とした。 

　さらに、自殺後に「在校生に『不慮の事故』と伝えたい」と打診したことや、いじめの可能性についての説明が後手に回ったことなどを踏まえ、初期対応に重大な問題があり、遺族に不信感を抱かせたとした。 

　オンブズパーソン代表の浜田寿美男・奈良女子大名誉教授らは２８日、県教委と高校に調査報告書を提出。高校に対して再発防止策を示すよう要望した。校長は体調不良を理由に不在で、報告書は教頭に手渡した。 

　オンブズパーソンから説明を受けた遺族は「調査結果は学校生活に自殺の原因があったことを認め、いじめの背景にも触れており、満足している」と話した。 

http://digital.asahi.com/area/hyogo/articles/MTW1303292900008.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_MTW1303292900008
・脱法ドラッグ中学生５万人初調査　１２０人「経験あり」（3月29日）
　厚生労働省は２８日、ハーブなどとして売られる脱法ドラッグの使用経験を中学生に尋ねた初の調査結果を公表した。全国５万人のうち、シンナー遊びの２８３人に次ぐ１２０人が「経験あり」と答えた。「中学生でも身近になっている。大麻や覚醒剤に走る新たな入り口になる」と注意を呼びかけている。 

　国立精神・神経医療研究センターなどが昨年１０月、全国から抽出した中学校を通じアンケートし、１２４校５万４４８６人から回答を得た。身近に脱法ドラッグを使っている人がいると答えたのは１・２％にあたる６７１人。４０４人が誘われた経験があると答えた。 

　脱法ドラッグ経験者のうち大麻や覚醒剤の経験者はそれぞれ６割で、シンナー経験者の場合の２割に比べ高かった。従来は喫煙からシンナーに進み、さらに大麻、覚醒剤に走ると考えられてきたが、脱法ドラッグがシンナーに代わる存在になっている可能性があるという。喫煙の経験者は２７４６人だった。 

　成人も含め薬物に関係して通院、入院した患者８４８人に対する別の調査では、脱法ドラッグが原因の患者は１６％と覚醒剤に次いで多く、睡眠薬などを上回った。平均年齢は２７・７歳で、他の４０歳前後に比べ若いという。厚労省は「影響が大きいうえ若年化しており、看過できない状況」としている。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303290023.html?ref=comkiji_txt_end
・「愚痴こぼせる相手つくって」　尾木ママの虐待防止論（3月27日）
　全国の児童相談所が２０１１年度に対応した児童虐待は、前年度より約３５００件多い５万９８６２件だった。統計をとり始めた１９９０年度以降、２１年連続で過去最多を更新している。「尾木ママ」の愛称で親しまれている教育評論家の尾木直樹氏に、児童虐待が増えている背景や、子どもへの向き合い方を語ってもらった。 

　――なぜ児童相談所への相談が増えているのでしょうか。 

　児童虐待防止法が００年に施行され、０４年には虐待が疑われる場合にも通告する義務ができました。市民の意識が高まってきたのが、相談が増えている一因だと思います。 

　ただ、若いお母さんが子育てしにくい環境になっているのも事実です。近所の公園でボール遊びをさせちゃいけないという時代です。この間もアパートの下の階から「うるさい」というクレームがくるお母さんの相談を受けました。「また跳びはねてる。かわいいな」で済む話なのに。 

　一人で悩んで子育てをしているうちに、愛しているはずの子どもに手を上げてしまう。身体的虐待まではいかなくても、ネグレクト（育児放棄）してしまう。そうしたケースが増えています。子どもたちのことを社会全体が愛せない。子どもを守ろうとしているお母さんたちを支えられない。これでは日本の未来は暗いですよ。 

　――中学校で教えていたときには、虐待が疑われるケースに接することはありましたか。 

　僕が現場の教師をやっていた頃は、今ほど虐待に対する社会の意識が高くなかったんですよ。そういう場合には、おやじさんを学校に呼んで「やりすぎじゃないですか」とは話しましたが、「腕の一本くらい折れてもいいので、先生もガンガンやっちゃってください」なんて言われる始末でした。 

　今、教師の体罰が問題になっていますけど、体罰をやめてくださいって校長が言い始めたのだって、１９９０年代半ばです。８０年代までは「ビシバシとやってください。私が責任を持ちますから」というのが良い校長とされていました。 

　――児童虐待と体罰は、根っこでは同じ問題をはらんでいるのでしょうか。 

　大人が子どもをどう見ているのかが問われていると思います。「子宝」という言葉にあるように、日本には昔から子どもを宝のように愛する精神はあるんです。でも、対等な人格として向き合う姿勢はほとんどありません。だから平気で体罰を振るえるし、子どもを厳しい競争にさらせるわけです。 

　日本は、子どもの権利条約を批准してはいますが、大人と子どもの関係性が未熟で、子どもが大人になるのを支えるシステムができていません。もちろん、子どもはケアしなくてはいけない対象ですが、同時に別の人格として尊重されなくてもいけません。 

　――子育てしている親を孤立させないためには何が必要でしょうか。 

　親がしんどくなったときにＳＯＳを発信できる場をもっと身近につくるということが必要だと思います。 

　僕は共働きだったので、子どもが病気をして悩んでいると、同級生の保護者が順番で面倒を見てくれたりしました。「困ったな」と言えば、助けてくれる人がいたんですよ。今でもそういう人はいるのでしょうけど、地域のつながりが薄くなって、なかなか「おばあちゃんの手」が伸びてこなくなりました。 

　今、各地で大小さまざまな子育てサークルが生まれています。虐待防止という点から見ても、一番大切なのは愚痴をこぼせる相手をつくることです。日ごとに成長して動き回る赤ちゃんを相手にするわけですから、子育ては本当に大変だと思いますよ。僕も虐待の相談を受けたら、「自分を責めなくていいんだよ」と、受け止めてあげるようにしています。 

　――虐待が深刻化してから発覚する場合も多くあります。 

　子どもが虐待で命を落としたケースを見てみると、親が子育ての知恵も情報も時間も持っていないんです。どんな親であっても、精神的に追い込まれたら、子どもに虐待的なまなざしや言葉を浴びせてしまうこともあるかもしれない。それでも、子どもの命を守るには、自らつながる機会のない人に対して、こちらから出かけていって支援するように行政の姿勢を百八十度変えることが必要です。 

　人種のるつぼと言われるカナダのトロントなんかに行くと、民族によって子育ての思想も全く違うから、虐待が疑われる家庭に相談に来るように言っても来ないんですよ。だから、深夜でも職員が出かけて虐待防止の映像を見せたりしていました。日本のように、役所の中からものを言う体制は早く切り替えないといけません。 

　――虐待が疑われても、通告するのをためらう人も多いようですが、私たちは何をすべきでしょうか。 

　本当に虐待なのか確信が持てなくても、たとえば、ゴミ出しの時に「赤ちゃん大変ですよね」「昨日も大きな声で泣いていて心配しましたよ」「困ったらいつでも預かってあげますよ」と声をかけて、受け止めてあげたらいいんです。万一のときには通告することも必要だけど、日ごろから外へのパイプを作ってあげることが虐待防止の近道だと思います。 

　子どもは未来からやって来た使者とよく言われますけど、子育てが楽しくなくちゃ、日本の未来がないと思うんです。できることは身近にいくらでもあるのでみんなで関心を持っていきましょう。（聞き手・小早川遥平） 

　　　　　◇ 

　おぎ・なおき　教育評論家、法政大学教授。１９４７年、滋賀県生まれ。早稲田大学教育学部を卒業後、海城中学・高校や公立中学校で２２年間、教員生活を送った。現在は「尾木ママ」の愛称でバラエティーから報道まで幅広いテレビ番組に出演。大津市のいじめ問題では市の第三者委員会委員を務めた。子どもと教育、いじめ問題に関する著書も多く、近著に「尾木ママの『脱いじめ』論」（ＰＨＰ文庫）。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303270206.html?ref=comkiji_txt_end
・いじめ「誰がなぜ」　品川の中１自殺、父親の思い（3月30日）

　【高橋淳】東京都品川区の区立中学で、いじめを受けていた１年の男子生徒（１２）が自ら命を絶ってから、半年が過ぎた。一人息子を亡くした父親（４１）が、現在の心情を語った――。 

　ちょうど半年となった３月２６日、会社を休んだ。妻（４１）は今も、家に引きこもったまま外出できない。 

　「月命日が近づくと苦しくなる。妻のためにも私が頑張らなければと思っていますが、３月２６日はだめでした。日が暮れ、息子が命を絶った時間が近づくにつれ、つらくなっちゃって」 

　自殺後、学校の対応窓口は副校長に一本化された。 

　「情報はすべて区教委か副校長を通じ、間接的に伝えられます。担任や生徒らから息子の楽しい思い出を聞くこともできません」 

　区教委の調査対策委員会は昨年１１月、いじめが「自殺の誘因」だったとする報告書をまとめ、事実上、調査を終えた。暴力をふるったのは６人、「きもい」などと言葉でいじめたのは２８人。加害生徒や保護者からの謝罪は一切ないという。 

■「学校は謝罪してくれない」 

　「学校も明確な謝罪はしてくれていません。１月までは月命日に校長が電話をくれたが、『無念です』『重く受け止めています』と繰り返すばかり。どんな子が暴行したのか、物を壊したり暴言をはいたりしたのは誰なのか、私には分からないことが多すぎます」 

　１１月、自殺後に警察に提出した生徒の私物が返却された。メモ帳に「○○君がホチキスを投げて壊した」とあるのを見つけた。学校は１２月、三者面談の際にいじめの調査をしたが、新しい事実はなかったという。 

　「他の被害については『誰も名乗り出てくれません』と。『ちゃんと調べてくれていますか』と聞くと、言葉を選ぶようにして『重くとらえています』。私が裁判で訴えるのを警戒しているのでしょうか。まるで私が学校の敵みたいです。事実を知りたい、人間らしい言葉で謝罪してほしいと伝えると、『クラス全員が反省しています』と言う。みんなに責任があると言いながら誰も謝罪しない。それでは、誰にも責任がないと言っているのと同じじゃないですか」 

　１月３１日、警察に暴行容疑で被害届を出した。この日、大津市で中２男子がいじめられて自殺した問題の調査委が報告書を市長に提出。委員が生徒らに延べ９５時間の聞き取りをし、調査は８カ月に及んでいた。 

　「こちらの調査委は１カ月に５回集まっただけ。私も委員でしたが、区教委の資料を追認するばかりで独自調査はなかった。悩んだ末、警察を頼りました」 

　２月８日、自殺後初めて学校に赴き、上履きなど生徒の持ち物を引き取った。 

　「自殺当日の授業で息子が書いた書道作品がありました。『思いやり』の４文字。どんな気持ちで書いたのかなあ、と」 

■息子の時計から「頑張ろう」の声 

　生徒の部屋は生前のままにしている。愛用のデジカメ、サッカーボール、壁には車のカレンダー……。 

　「ゴミ箱の中身もあの日のまま。片付けると息子の存在が消えちゃうような気がして。先日、息子の時計を触っていたら『おはよう、今日も学校頑張ろう』と息子の声が聞こえました。アラームに録音していたんですね。自分を『がんばれ』と鼓舞していたのかと思い、泣けてきました」 

　３月の終業式で、校長は全校生徒に「いじめをなくす努力を続けましょう」と呼びかけた。取材に対し、「生徒にとって学校が居づらい状況だったこと、守ってあげられなかったことについては申し訳ないと思うし、何度もそう伝えた。ただ、報告書にも、いじめが自殺の直接の原因とは書かれていない」と話した。 

　近所の公園では、満開の桜が散り始めた。まもなく新入生が入学してくる。 

　「昨年の入学式の帰り道、桜の前で親子で写した写真が残っています。妻は今、『桜を見るのも怖い』と言います。世の中はどんどん先へ進む。でも、私たちは息子のいない生活を受け入れられずにいる。この街に住む意味も、生きている理由も分からなくなってきました」 

　　　　　◇ 

■生徒の自殺から半年の主な経過 

２０１２年９月２６日　　男子生徒が自宅で自殺 

　　２８日　　区教委や校長らによる調査対策委員会が発足 

１０月１１日　　第１回調査対策委員会（以後、１５、２５、２８、２９日に開催） 

１１月５日　　調査委が「いじめが自殺の誘因となった」とする報告書を区議会に提出 

　　１５日　　浜野健・品川区長が「さらに調査すべきことがある」と調査継続を表明 

１２月３日　　父親が学校と協議し、三者面談での再調査を依頼 

１３年１月３１日　　警視庁に被害届提出 

２月８日　　父親が学校を訪れ、荷物を受け取る 

３月２２日　　父親が学校に調査の継続を要請 

　　　　　◇ 

　〈品川区の中１男子自殺〉　東京都品川区で昨年９月２６日午後７時半すぎ、区立中学１年の男子生徒（１２）が自室の２段ベッドの手すりにくくりつけた空手の帯で首をつって自殺しているのが見つかった。区教委の調査対策委員会によると、生徒は入学後まもなく、同級生に持ち物を壊されるようになり、殴られたり、「ばい菌」扱いされたりするいじめを受けた。同級生の大半がいじめにかかわっていたとされる。生徒は両親と３人暮らしだった。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201303300083.html?ref=comkiji_txt_end
＊シノドスSYNODOS
・いじめ防止法の策定で何が変わるのか　馳浩衆議院議員インタビュー（3月25日）
現在、各党で条文作成が進むいじめ防止法。順調に法案成立に向けた動きが加速する裏側で、国会議員はいじめに対してどのように考えているのだろうか。いじめ防止法策定によって、いじめ問題が多発する学校空間を変えることはできるのか。自らも高校教員として教壇に立った経験を持ち、いじめ防止対策基本法策定の中心人物でもある馳浩衆議院議員に話を伺った。（聞き手／荻上チキ、構成／出口優夏）

■立法によっていじめの重大性を社会にアナウンスする

――　いじめ問題に取り組みはじめたきっかけを教えてください。

取り組みはじめたというよりも、高校の教員として少なからず教育現場に身を置いた立場として、いじめ問題には積極的に関わらなければいけないと長年思ってきました。

国会議員になって以来、多くの議員立法にかかわってきました。具体的には、児童虐待防止法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、性同一性障害者特別措置法、発達障碍者支援法、ダイオキシン対策特別措置法案といったものです。いずれの問題も、社会的弱者が不当に人権を侵害されている問題への救済法案です。

社会のどこからも顧みられない部分で苦しんで、もがいている人たちに焦点を当て、立法を通じて多くの人々と問題意識を共有したい。そして、それを解決する運動体をつくらなければいけないという意識でおりました。

学校空間において教職員が一番配慮しなければならないことは、いじめを許さないというクラスづくりです。いじめの発生には、必ず首謀者となる生徒の存在やクラスの雰囲気、いじめを受けている子の性格といったさまざまな要因が絡み合ってきます。だから、教職員はできるだけ子どもたちの情報を仕入れて、いじめがおこらない雰囲気づくりをおこなわなければいけない。それでもいじめがおこりそうなときには、早めに手を打ち、いじめがエスカレートするサインを見逃さないということが必要です。

わたしはいじめの解決は、表面的なもので済ませてはいけないという認識を持っています。つまり、いじめが発生した際に、教師が加害児童に注意をし、その場でその子が「分かりました」と言っただけでは片づけられるものではないということです。

生徒同士、生徒と教職員の関係に終わりはない。在籍中はもちろん、卒業した後も同窓生と恩師としてかかわりつづけるわけです。そういったなかで、被害児童にとって、いじめを受けた経験が生涯をとおした心の傷にならないようにしなければいけない。一方で、加害児童にもしっかりと指導をおこない、いじめはいけないことだと自覚させつづけなければいけない。このように、いじめ問題というのは終わりがないものです。

現在、社会では信じられないようないじめ事件が起こっています。学校側や教育委員会側の対応を見ていると、「なんでこんなことがおきているのに、そんなに感度が鈍いのかな」と思ってしまう。あらためて、人々が「いじめはどこにでも起こりうるものである」という認識を持たなければいけないと感じ、いじめ防止法の国会立法に取り組みはじめました。社会に対するアナウンス効果もふくめて、立法という措置が必要だろうと考えたのです。これが今日にいたるまでの経緯です。

■教職員がチームでいじめに対応する

――　自身も教師として教壇に立たれていました。この法案が通ることで、現場の教師にとってどういった効果があるとお考えでしょうか。

ひとつは人的配置のこと。いじめに関する専門的知識をもっている教職員の配置を促すことができます。

また、教育体制が強化できます。いじめ防止法案の制定によって、教職員はいじめ問題についての専門的な研修を受けなければならなくなるので、より専門性が高いかたちで、教職員がいじめに対応できるようになると思います。

それから一番大きいポイントは、クラスのいじめ問題で悩んでいる教職員に「あなたはひとりではない、ひとりで対処すべきではない」というメッセージを送ることができるということですね。

――　教師ひとりでいじめの対処をおこなうのは難しいと実感された経験がおありだということですか。

そのとおりです。教壇に立ったばかりのときは、学校現場でなにが起こるかわかりません。しかし、すでに経験のある先生方に「こういうときはこういうふうにすればいい」と指示してもらえれば心の余裕ができる。わたしもこうした経験をとおして、「困ったら誰かに相談すればいい、ひとりで抱え込んだらダメだ」と気づきました。また、教職員がチームになることでより多くの生徒の情報を共有することもできます。

――　担任の先生の「当たり外れ」でいじめが深刻化したりすることがないよう、解決のためにチームで取り組むことが重要であることは、徐々に共有されつつあります。

いじめには教職員がチームで取り組まないと意味がないとかつてから思っていましたし、今回の立法の際もその部分を非常に配慮しています。

人によってさまざまな価値観がありますから、ひとりの教師が自分の価値観だけで対処すべきではないと思います。自分の価値観が正しいとはかぎりません。

また、管理職を含めた教職員が生徒たちの情報を共有するだけでも、少し気になる生徒に声掛けをしたり、気をつけて見守るということが可能になります。「声掛け」と「見守り」というのは教育活動のなかでとても重要なことですので、これから与党としてのいじめ防止法案の条文化にとりかかっていく際にも、その点は重視していきたいと考えています。

それから、もうひとつ気をつけなければならないのは、加害児童と被害児童の保護者とも一定の情報を共有しながら、児童の指導をしなければならないということです。やはり子供同士だけでなく保護者も含めた状態で、お互いの事情を訊きながら問題に対処していかなければいけません。対処法はすぐに答えが出るものではありませんから、やはり継続的な学校側と保護者による「見守り」が必要になってきます。

こうした一連の流れを、いじめに対処する際のスタンダードにしていきたいですね。

■法案のほかに行動計画をつくる

――　自民党案のねらいと特徴について、あらためてご説明いただけますか。

学校は社会の縮図だということを、まず学んでほしい。大人の世界であろうと、人が3人あつまればいじめは起こります。自民党内にだって、いじめはあるんですよ。どんな組織でも、本人が「これはいじめだ」と認識を持てば、相手に自覚がなくてもあらゆることはいじめと認識されていく。

しかし、いじめの定義をどこまで具体的に法案に書けばよいのかという部分は、今でも悩んでいます。最終的に条文がどうなるかはわかりませんが、この法案が成立をしてから施行されるまでの3か月間に、より具体的ないじめの定義を、「文部科学省が認めている定義＋α」で出していかなければいけないと思います。有形力の行使だけでなく、どういった行為が相手に対する心理的な抑圧となるのかを具体的に提示し、教職員のニーズに合った行動計画をつくらなければいけないですね。

■事実関係の適切な情報公開を

――　3月時点での第二弾法案では、2月までのそれと比べ、私学の取り扱いについて一歩踏む込んだ内容になっています。

そうですね。国公立と横並びにしたと考えて下さって結構です。学校側が校内調査委員会を設置し、それを検証する附属機関を設置者が持つということを明示しました。すこし仰々しいかとは思いましたが、調査委員会とその報告を検証する附属機関はあったほうがいい。このことは、これから他党の交渉していく際にも理解を求めていきたいと思っております。

おそらく、この内容に私学の学校法人は反発するでしょう。「私学は学校法人ですから、経営上そんなことをやったら子どもが集まりません」というんですけれども、そういう名目で問題が隠ぺいされてしまうことはよくあるんですよね。いままでに、そういった相談をたくさんいただいています。

ただ、じつはいまでも、私学が調査機関を設置することは可能です。しかし、私学に子どもを預けている保護者のみなさまに安心してもらうため、再確認として明文化することにしました。

ただ、わたしが少し悩んでいるのは校内調査委員会や附属機関で得られた情報をどこまで開示するかということです。この問題は個人情報保護にかかわってきます。そうかといって、いじめ被害者のご家族にとっては、なぜいじめがおこったのかという理由を知らない方がおかしい。いじめがおこなわれていたあいだに担任や学校、教育委員会はなにをしていたのかという事実関係は適切に情報公開されてしかるべきで、それは再発防止のためにもなり、むしろ加害者の更生や教育にもつながると思います。

――　ケースバイケースであるため、法文のみで対応するのは厳しい。そのあたりは行動計画や省令で対応ということになるのでしょうか。

そうですね。行動計画等に、「校内調査委員会とか附属機関で得られた情報については適時適切に公開されることが望ましい」という一文があれば、地方議会などで適切に情報を開示することができるようになります。もし、重大ないじめが発生している場合には、民事・刑事問わず原告側のひとつの情報にはなりますし。やられた方が泣き寝入りするというのは避けたいですよね。

――　当事者抜きで議論が進み、結果だけ提示されることには問題です。そこで懸念されるのが、「調査の途中だと、まちがった情報を開示してしまう可能性があるのでは」というものです。そのリスクも含めてもなお、検証の過程に参加する権利を確保するのが筋ではないかと思うのですが。

おっしゃる通りだと思います。調査の段階での情報の保護というのは、慎重におこなわなければなりません。とくに最近は携帯電話やSNSを利用している学生も多いですから、学校が伝言ゲームにつかわれてしまうことも多くあります。

この前の大津のいじめ自殺事件の際も、ネット上で加害児童の情報が流出し、拡散してしまいましたよね。関係のない人まで名前をさらされてしまったりもした。これはやはりおかしい。情報公開の方法についてのルールがあってしかるべきだろうと思います。

また、第二弾の骨子案には「いじめの事案について議会にも報告する」ことを追加しました。議会に報告することで、いじめ問題を自らの町のこととして対応してもらえるようになるのではないかと期待しています。

■なぜ体罰がいじめ防止法にふくまれていないのか

――　第二弾案では、体罰に対する言及がなくなりました。いじめ防止法とは別に体罰防止法等を立法するという動きになるのか、それとも、現状のままでも対応が可能であるという判断なのでしょうか。

わたしの児童虐待防止法の立法時の経験をもとに、第一弾の骨子案の際には「何人も、児童等をいじめてはならないこと」という表現をいれました。つまり、教職員が意図的に子どもをいじめることもあるということを踏まえています。残念ながらそういう事例があるのが現実ですし、今後も、そういった事件がないとは言い切れないですから。

しかし、骨子案の修正にあたって、いじめ防止法は子どもたち同士のいじめ問題について真摯に向き合い、体罰に関しては文部科学省のガイドラインにしたがったほうがいいのではないかということになりました。いじめと体罰だと論点が、多少異なってきますから。

体罰防止のためには、教職員、および体育協会などのスポーツ団体の研修をしっかりする。あるいは部活動の顧問を引き受ける際に、基礎的な指導方法の知識や教養、クラブ経営のあり方について教職員にしっかりと理解させるということが大切になってきます。したがって、体罰問題に関しましては、今後は文部科学省のガイドラインで教職員の養成や採用、研修、人事を含めたあらゆる段階における対処の方法を示した上で、そちらにしたがっていただくというかたちになると思います。

――　体罰論議においては、自民党議員からも、「体罰の全否定はどうか」というような言い回しで、体罰の部分的容認とみられる発言がなお聞こえています。それが、今回の骨子案に影響をあたえているのではないかという見方もあります。

それはまったく違いますね。あくまで、体罰といじめは、分けた上で丁寧に論じようということです。

――　馳さんは、体罰を部分的に容認するような議論について、どうお考えですか？

体罰を骨子案に含めるかどうかの議論の際には、「体罰を定義したらどうか」という話もありました。たとえば極端な例ですが、「教育的指導をしている際に、手を机の上におかせて、その手の甲を5回たたく」ことを体罰と定義してしまい、それ以外はすべて暴力であり、やってはいけないということにしてしまう。そうすれば、「つい思わず殴ってしまった」という体罰を減らすことができると思います。

また、中高生の男子生徒になってくると女性教員は力ではかなわなくなってきます。女性教員が生徒から暴力されそうになったり、力でおさえつけられてしまった際に、身を守るため辞書や机で生徒を殴ってしまう、もしくは援護にきた教職員が多少暴力的に生徒を引きはがすことがある。こういった場合の有形力の行使を禁止できるのかというと、なかなかむずかしい判断になってしまうと思います。

――　文部科学省の定義では、正当防衛などは当然ながら認められています。今の話では、逆に「これが許可された体罰だ」とリスト化できないなら、やはり容認できないということでしょうか。

やはり体罰はよくないと思います。さきほど言ったように、実施可能な体罰を定義してしまえるならともかく、それ以外の場合は、教育現場の正常化のために適切な指導をおこなっていく必要がある。

たとえば教育的指導における暴力以外にも、教師によるパワハラも防止しなければなりません。教職員がよく言う、「そんなことしたら評価に響くよ、推薦とれないよ」という言葉だって、いじめですよね。そういったことも含めて、指導のあり方を明示したガイドラインをつくるべきだろうと思います。

■いじめの隠ぺいを減らすために

――　積極的なハラスメントだけでなく、「こんないじめはたいしたことはない」と、勝手に過小評価をする教師も少なくありません。

その点もやはり教職員がチームで取り組んでいくことが大切だと思いますね。

重大な問題だと思うのは、たとえいじめが起こっても、何もなかったことにしたがる未熟な管理職がいるということです。いじめの報告をあげると、自分の人事や評価に悪影響だと思っている校長や教頭、主幹教諭が結構います。だから、「いじめが起こらないことではなくて、いじめにどう対処したかということが教職員の評価になる」というかたちにしなければならない。もちろん、いじめはない方がいいし、いじめをしてはいけないというのは原理・原則・理念ですが、いじめが起こった際には見て見ぬふりをせずに取り組むことが重要です。

たとえば、いじめを受けている生徒の学習権の確保ができているかどうか。生徒の状況に応じては、「絶対に学校に行かなければいけない」というのは逆効果でしょう。そういったところで教職員が柔軟に対応できるかどうかということや、いじめを克服する強さというものについて理解しているかどうか、周りの子どもたちがいじめられている子どもを助けようしているかどうかといった観点で教職員の評価をおこなっていくことで、いじめを隠ぺいしようとする管理職は減ってくるはずですよね、

――　文部科学省で取りつづけているいじめの認知件数のアンケートとは別に、生徒に対する匿名アンケートも取りつづけ、ふたつのアンケート結果のギャップをはかることで、いじめ対応率を測るといった方法も可能かと思いますが。

法案でも一応、定期的に調査をおこなうということになっています。そして、その調査の方法といじめへの実際の対処内容が教育委員会や議会に報告されることになっている。しばらくは、そのギャップを見ながら、どこまで管理職や教職員が本気で取り組んでいるのかということを検証することになるかと思います。

■いじめのハイリスク層を考える

――　海外のいじめ対策の法律では、いじめを受けるハイリスク層についても記述されているケースが目立ちます。

これは今後の課題です。とくに、障害者や性的マイノリティ、発達障害者、エスニックマイノリティ、部落地域出身といった子どもたちはやはりいじめの対象となりやすい。ただ技術的に、それをいじめ防止法案に書くのか、あるいは行動計画の方で明文化してもらうのかは、考えなければいけないと思います。

わたし自身はハイリスク層への言及は、行動計画のほうが良いかと考えています。逆に、障害者、性的マイノリティ、人種差別等、あらかじめ分類をしない方がいいのではないかという気もして、むずかしいところですね。

■陳情の成果はあるのか

――　以前、「ストップいじめプロジェクトチーム」（「ストップいじめ！ナビ」：http://stopijime.jp/）から、同法案（第一弾）に対して意見書を提出させていただきました。第二弾法案では、私学対策、予防の観点の重要さ、継続的な調査、行動計画化といった観点が追加されています。

みなさまの意見を反映させつつ、さまざまなことを想定して考えました。やはり条文は普遍的なものにしなければいけません。

議員立法であるがゆえに今後の想定外の問題が発生することを視野に入れて、法律は3年後に見直すということにしました。また、第二弾の骨子案では財政上の措置への言及も追加しましたので、自治体は安心していじめに関する事業を展開することができると思います。

しかし、いじめ防止法案に記載できないところで明文化すべき点も多くありますから、これとは別に行動計画も作成するつもりでいます。

――　他にもさまざまな当事者が意見を述べていると思いますし、党内にもさまざまな声があるでしょう。

毎日のようにさまざまな意見をいただいています。わたし自身もどれを法律にして、どれを行動計画にすべきかというのは非常に悩ましいところですね。

いじめ予防の観点からいうと、成長・発達に応じて道徳教育をどのようにおこなうかというのもとても重要な部分です。また、討論型の授業も必要ですよね。しかし、どちらにしても教材の設定と取り扱い方次第で大きく変わってきますから、そこは総合的に取り組んだ方がいいと思います。

――　授業の内容だけではなく、学校の環境面についてはいかがでしょうか。

重要なのは、教職員の研修ですね。また、新しい年度のはじめの段階でクラスをどのように運営していくのかという方針を示していくことです。担任が生徒と「いじめをしたらこうなる、だからいじめがないようにクラスみんなで取り組もう」と話し合いをおこない、合意することがとても重要です。そういった話し合いのないままクラスの主導的な2、3人がさわぐと、それがいじめに発展していくこともあります。このあたりは、教職員の能力や研修次第でおおきく変わってくるでしょう。

■議論そのものがいじめ対策になる

――　今回のいじめ防止法案は、超党派の全会一致を目指していますか。

現在、すでに共産党はわたしの案には賛成できないと言っており、それは仕方がないと考えています。ただ、お互いの法案をともに議論する必要はありますよね。

民主党と共産党はそれぞれが条文化を進めており、みんなの党も骨子案の作成を予定している。わたしたちも公明党とともに、与党として条文化します。それらを国会に出して、同時に実務者会議をおこなう。会議のテーブルにはどの党も乗って、議論してくれるのではないかと思います。

この問題については、その議論自体に意味があるのではないかとわたしは考えているんです。わたしたちの議論を報道していただくことによって、国民のみなさまもいじめについて議論するようになる。それがいじめ対策になるのではないかと思っています。

いじめ防止法案そのものに関しては、各党と議論したうえで最大公約数をとり、とにかく立法化することが大切だと思います。今回は70点の内容でもいい。これから100点を目指して、国会や都道府県、市町村議会の活動に活かしていただければいいと思うし、なによりも学校現場の「この法律に基づいていじめに対応すればいいんだ」というひとつの安心感になってほしいと考えています。

（2013年3月18日　国会議事堂にて）

馳浩（はせ・ひろし）

自民党衆議院議員。専修大学卒業後、母校星稜高校で国語科教員として教鞭をとる。1984年ロス五輪アマレス・グレコローマン90kg級で出場、その後プロレスラーに転身。1995年７月第17回参議院議員通常選挙石川県選挙区より自民党の推薦を受け出馬、現職候補との激しい選挙戦の末初当選。国会議員になって以来、数多くの議員立法に携わっている。

http://webronza.asahi.com/synodos/2013032500001.html
＊毎日新聞
・﻿これが言いたい:児童養護施設の子どもに高い進学のハードル＝高橋利一（2月28日）
　◇教育環境整備に多様な支援を−−社会福祉法人至誠学舎立川理事長・高橋利一

　親の虐待や育児放棄が原因で児童養護施設に入所した子どもたちは全国で３万人を超える。彼らの未来を照らすため、教育環境の整備が何にもまして不可欠である。

　だが、残念ながら数字が物語る現実は厳しい。高校卒業生の大学進学率は２０１２年３月時点で５４・３％。２人に１人が大学に進んだことになる。これに対し同年、全国の児童養護施設で高校卒業を迎えた１５３７人のうち、大学進学者は１６９人にすぎない（厚生労働省調べ）。その率はわずか１１％である。

　１０年度の東京都における２０代の生活保護受給率は全体で０・３％だが、同年代の施設出身者のそれは９・５％に達していた。大学進学率と低収入の関係は否定できまい。

　都が１０年度に実施したアンケートからはさらに深刻な状況も浮き彫りになった。せっかく大学に進学した施設出身者の約２割が中途退学しているのだ。主な理由は「アルバイトとの両立ができない」「心身のストレス、病気」など、経済的、精神的な負担から学業の継続が困難となっている。

　子どもたちをこの「貧困の連鎖」に陥らせないために必要なのは教育、そして学びを続けられる環境だ。施設児童であることがハンディキャップとなって大学進学をあきらめさせてはいけない。

　私たち至誠学舎立川では昨年、大学進学児童の奨学基金を創設し、施設児の進学への支援を幅広く呼び掛けている。今春には東京都日野市に支援体制を充実させた新施設を開く。塾と提携しての学習支援や虐待などのトラウマに悩む児童の心理ケアも取り入れる予定だ。

　民間企業にもこの分野への支援を拡大する動きがある。米金融機関ゴールドマン・サックスの助成で運営されている進学支援プロジェクトでは、ＮＰＯと協力して小学生のコミュニケーション力の強化から中学・高校生の学習支援、大学生の生活費の援助まで施設児の大学卒業までを見据えた支援が行われている。こうした支援が広がってほしい。

　子どもたちが学業を続けていくための法的な支援も必要だ。頼る先のない１８歳の若者がひとり社会に出て自立していくことがどれほど不安なことか。生活費と学費の負担だけでなく、毎日のちょっとした悩みや疑問を打ち明ける相談相手が身近にいない。

　日本の児童福祉法で「児童」に該当するのは１８歳未満だ。１８歳になると施設を退所しなければならない。２０歳まで在所期間を延長できる措置がとられているが認められれば、の話だ。

「退所前に１００万円は必要だ」と進学希望の児童にはアドバイスしている。将来の１人暮らしに備えて高校からアルバイトをする児童は多い。高校時代は勉強に専念し、１８歳からはその後の本格的自立に向けた準備期間とするためにも、英国の児童法にならい２５歳までは法的支援を継続するような法改正が望まれる。
　児童虐待の増加に伴い、児童養護施設の入所児童数も増加し新たな施設が必要とされているが、施設建設に地域住民が反対するケースもある。地域社会で受け入れられなければ、子どもたちは生活場所さえ与えられない。私たち施設側も正しく情報を発信し、地域社会の理解と受容、そして施設建設への社会的意義に賛同を求める努力を続けなければならない。

　人口減少が進む日本の将来を担うのは今の子どもたちだ。施設と企業、地域が連携し、社会全体で子どもたちの教育と自立支援に取り組むことは長期的な社会的投資でもあるはずだ。

　■人物略歴

　◇たかはし・としかず

　日本社会事業大学教授、法政大学教授を経て現職。日本児童養護実践学会会長、全国社会福祉協議会評議員。

http://mainichi.jp/opinion/news/20130228ddm004070170000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／５　母も少しずつ母親へと　／奈良（3月1日）
　◇かわいいと思えず自責

　なぜ、親が子供を虐待するのか。虐待にとどまらず、我が子を殺してしまいそうになった女性がいる。

　兵庫県西宮市に住む田中さくらさん（４３）＝仮名。２７歳で結婚し、５年後に長男を出産した。

　難産だった。緊急帝王切開で意識がない中、おなかから子供が出た瞬間だけ覚えている。「まっ黒だ」。死産になってもおかしくない状況だった。

　２日間、意識を失った後、面会。保育器に入り、管につながれた子供を見て「何これ。誰の子」。なぜか、全然かわいいと思えない。そんな自分の気持ちが分かり、普通の母親と違うと焦った。

　体も不安だった。体力がなく母乳が出ない。マッサージを受け、助産師が勧めるものを必死に食べた。そのうち、全身にじんましんが出て、かゆくて眠れない。子供は順調に育ったが、夜泣きをし、生後４カ月ぐらいで湿疹（しっしん）が出始めた。

　◇孤独な育児に限界、子供殺して死のう

　子育てのパートナーの夫は仕事で帰宅が遅い。大学の後輩で２歳年下。土日は手伝ってくれるが、やってほしいこととやってくれることにすれ違いがあった。転勤族で、出産は北陸地方、生後半年で阪神地区に引っ越した。生まれ育った大阪府以外での暮らし。地元に子育ての悩みを相談できる知人はいなかった。

　じんましんで皮膚科に行くと「ストレスでは」と言われ、心療内科を受診。気力の低下や絶望感などが長期にわたり持続する「抑うつ神経症」と診断された。

　抗うつ剤を飲むようになったが、やっぱり子供をかわいく思えない。服や本をなめられ、よだれだらけになるとイライラする。

　それでも「かわいいと思えないなんて母親じゃない」と自分を責めた。写真を撮り、壁に張って「かわいい」と思い込もうとした。

　しかし、実際はどんどん逆に向かった。

　歩き始めた１歳半のころ。台所用品などに触ったり、ぐずってしゃがみ込んで動かない。そんな時、腕が抜けるほどの勢いで引っ張り回した。なかなか寝ないと、布団をかぶせ押さえつけたことも。日常的にけったりたたいたりする行為がエスカレートしていった。

　２歳半になった０５年２月。「子供を殺して、自分も死のう」。そう頭をよぎった。包丁、電気コード、タオル、お湯。なにもかもが殺す道具に見えた。そんな自分が恐ろしく、部屋の隅で布団にくるまった。

　◇「１人」に落ち着き、苦しみ語る会設立

　すがる思いで児童相談所に昼間、電話した。「虐待をしているみたい。何とかして」。返事は「混んでいるので１カ月待ちです」。絶望した。帰宅した夫が再び電話で事情を説明し、翌日、児相を訪問。保育所に通わせることになった。
　それまでは、ほぼ一日中、長男と２人きりの生活。衝動的に首を絞めたらどうしよう、などと常に気持ちが張り詰めていた。朝から午後７時ごろまで保育所に預け、１人の時間が増えると、次第に落ち着いた。

　安心して眠り続け、ふと起きた時、思いついた。「同じように苦しんでいる人はたくさんいるはず。お互いに苦しいことを言い合える会を作ろう」

　会の準備のため、人の気持ちを理解しようと、同年春から、大学の聴講生として心理学を学び始めた。そして夏には、「ルミエール〜産後うつ・子育てがブルーなママの会」を設立。少しずつメンバーは増え、今では約３０人に。定期的に語り合う会を開いている。

　長男が小学校に進学したころには覚えてきた歌を歌ったり、友達と遊ぶ姿をほほ笑ましく思えるようになった。

　「子供のエネルギーは直射日光のよう。強すぎて、浴びすぎるとしんどくなってしまう」。今では、そう冷静に分析できる。

　「子供が生まれて自動的に愛情がわく訳ではなく、子供が成長していくように母も少しずつ母親になっていく」と実感している。

　先入観に縛られず、十人十色の子育てがあっていい。縛りをなくせば、生き方が楽になる。しんどいから虐待に向かう。

　長男は来月、小学５年生に。「ごめんねと素直に謝りながら育児をしていきたい」

　行き着いた子育て法だった。【岡奈津希】（この項つづく）

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130301ddlk29040473000c.html
特集ワイド:ＡＫＢ４８・峯岸さんの丸刈り謝罪　滅私奉公と抑圧（3月1日）
　◇ファンと「体育会」共有　個人より組織が重要

　◇「ＡＫＢって」「日本全体が？」

　ＡＫＢ４８の峯岸みなみさん（２０）の丸刈り頭の謝罪映像が公開されてから１カ月が過ぎた。世間は忘れたかのように静まり、峯岸さんはかつらで公演に立っている。だが、なぜか引っかかる。改めてあの「違和感」が何だったか考えた。【藤田祐子】

　峯岸さんが丸刈り姿で動画サイトに登場したのは１月３１日。ＡＫＢでは恋愛禁止が“鉄のおきて”とされるのに、週刊誌で男性との交際が報じられ「軽率で、自覚のない行動でした」と唇を震わせて謝罪した。「メンバーにも事務所にも、誰にも相談せずに、坊主にすることを自分で決めました」「ＡＫＢ４８を辞めたくない」と大粒の涙を流した。

　衝撃的な映像に賛否両論の反応があった。ファンであり「ＡＫＢ４８の経済学」の著者でもある経済学者、田中秀臣さんは「僕はアイドルを見たいのであって“いじめ”を見たいのではない」とツイッターで批判。読売新聞のコラム「編集手帳」は「当節のお嬢さんもお詫（わ）びの作法は伝統を重んじるのか、（女性アイドルグループとの）距離が縮んだ気がする」と好意を寄せ、漫画家の小林よしのり氏はブログで「ついに大きな物語を創り始めた」と絶賛した。

　同じ頃に、大阪市立桜宮高校バスケ部主将の体罰を苦にした自殺や、柔道全日本女子の選手による体罰の告発が社会問題化していた。どうしてだろう、それらの報道に触れるたび、なぜか丸刈り謝罪が思い出された。

　そもそも、峯岸さんは、なぜ自ら丸刈りになるまで思い詰めたのか。

　「ＡＫＢ４８とファンは体育会系的なメンタリティーを共有しています」と説明するのは、アイドル文化を研究してきた稲増龍夫・法政大学社会学部教授（メディア文化論）だ。「ＡＫＢ４８という大人数アイドルグループは個々のタレント性や歌のうまさよりも、他のメンバーやファンのために尽くしたり努力したりする精神的な部分が重視されてきた。滅私奉公の精神に近い。そうしたメンタリティーを共有し『潔く責任をとる姿』に美しさを感じるファンには、丸刈り謝罪は理解できたし、その意味では謝罪は成功しました」

　稲増教授は、日本人には私欲を捨てて大義に殉じる集団主義を受け入れる心理が広く残っているとみる。「だからファン以外からもある程度『潔い』という肯定的反応が出た。ＡＫＢの運営は話題を提供してどんな反応が起きるかを十分に計算し、非常に慎重にさじ加減を考えている。『あざとい』とか『ここまでやるのか』という批判は織り込み済みだったでしょう。想定していなかったのは海外からの反発でしょうね」
　海外では、女性の髪をそり上げる「丸刈り」が社会的制裁ととらえられた。英ＢＢＣニュースは動画を紹介し、「まるで公開処刑。戦争か全体主義国家のようだ」というファンの声を紹介している。

　稲増教授は「丸刈り謝罪と桜宮の体罰の根っこには、同じ集団主義のメンタリティーがあります。異なるのは、桜宮では上（教師）からの『主将だから部全体の責任を取れ』という集団主義の押しつけだったのに対し、峯岸さんの丸刈りは自ら選択したこと。おそらく当人やファンは『強制された』とは思っていないでしょう」と話す。

　コラムニストの小田嶋隆さんは、峯岸さんが謝罪で「誰にも相談せず自分一人でやった」とわざわざ言及したことについて「誰かに言わされたのではなく本人が自ら言ったのなら、そのほうが根が深い。周囲に迷惑を掛けてはいけない、ということが内面に染み込んでいる」。柔道女子とＡＫＢには、ともに個人よりも枠組みや組織の方が重視される抑圧の論理が強く働いていると感じるという。「彼女たちは『代わりはいくらでもいる』と普段から思わされている。だから理不尽なルールや暴力にも耐えようとする。峯岸さんも『残りたい』と必死に訴えていました」

　　■

　ＡＫＢの場合、ルールとは「恋愛禁止」だ

稲増教授は「現実離れした設定をファンタジーとして提示して、ファンもメンバーも楽しんでいる」とみる。一方、小田嶋さんは「ファンタジーだとは言い切れない」との立場だ。「例えば、私立校で髪形やスカートの丈の指定など厳しい校則が許されるのは、それが校内と通学時の限定だから。一方、ＡＫＢの恋愛禁止は勤務時間外の私生活を制約する。心をしばるなんてできないから『恋愛禁止はジョーク』という見方もありますが、今回、現実に自らを罰したメンバーが出た。過去にも謹慎や移籍の例がある。罰が実際に存在するのなら、ルールはもう現実。一度『それは人権侵害です』とちゃんと言ったほうがいいのかもしれません」
　極端な例えに思われるかもしれませんが、と対比させたのは吉原の遊女システムだ。「個人的に客と会うことを禁じられた吉原のおいらんのようなもの。なぜそれが成立するかと言えば、吉原なら性、ＡＫＢなら処女性を商品にしているからです」

　　■

　ＡＫＢはどこへいくのか。

　先月、初期からの主力メンバー、板野友美さん（２１）が卒業を発表した。「でもファン内部以外ではあまり話題になっていません」と稲増教授は言う。「外部への広がりは今がピーク。既に前田敦子さん（２１）が“卒業”カードを切っており、後はファンタジーを共有できるコアなファンとの間に着地していくのではないか」と予想する。

　小田嶋さんは「恋愛禁止など変なルールが許されるのは閉じたローカルアイドルまで。ＳＮＨ４８、ＪＫＴ４８を作って中国やインドネシアに進出し、政府のクールジャパン政策の広告塔となっている現在、海外からは既に『日本を代表する芸能人』として扱われていることを自覚すべきです」と警告する。

　１月上旬には、河西智美さん（２１）の写真集の告知記事に掲載された写真が「社会通念上、読者に不愉快な感情を抱かせる」として掲載誌が発売延期される騒動もあった。問題とされたのは、上半身裸の河西さんの胸部を背後から少年が手で隠している写真。警視庁少年育成課が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で事情聴取するまでになった。

「システムが巨大化しすぎ、ＡＫＢ上層部の判断力がオーバーフローしている状態なのかもしれません」と小田嶋さんはみる。「編集、印刷と多くの目を通る中でこれはアウトだと感じる人がいなかったはずがない。それが『待てよ』とならずに通ってしまった。丸刈り謝罪にしても、全世界に公開される動画配信サイトに載せた判断はありえない。外部の人が見たらどう思うか、という視点が抜け落ちたまま、閉じた身内の論理で動いているような居心地の悪さを感じます」
　ＡＫＢは今や押しも押されもせぬ国民的アイドル。東日本大震災の被災地をボランティアで訪れた際には、子どもたちが大歓声を上げた。夢を追いかける姿はどうか輝いていてほしい。

http://mainichi.jp/enta/news/20130301dde012200013000c.html
・人権救済:いじめ２１％増、体罰３３％増　過去最多−−法務局（3月1日）
　全国の法務局が昨年、人権侵害の疑いがあるとして救済手続きを始めた件数が「学校でのいじめ」「教職員による体罰」とも統計を始めた０１年以降では過去最多に上ったことが、法務省人権擁護局のまとめで分かった。いじめは前年比２１％増の３９８８件、体罰は同３３％増の３７０件だった。

　谷垣禎一法相は１日の閣議後の記者会見で「現実に（いじめなどが）どれだけ増えているかは分からないが、相談窓口の広報や大津市の自殺報道で潜在事案が表面化してきたのではないか」と述べた。

　救済手続きは、法務局が被害相談を受けて実態について調査し、人権侵害をした本人に改善を求めたり、刑事告発をしたりするなどの「措置」を取ることができる仕組み。

　昨年１年間で実際に行われた救済手続きの完了件数は学校でのいじめが３９２０件。このうち学校と連携しながら被害児童・生徒をケアする「援助」は３８６５件で、学校と被害者の親の間で「調整」を行ったのは１３件だった。いじめをした本人への勧告や捜査機関への告発はなかった。

　同じく、体罰に関する手続きの完了件数は３４８件。学校側に必要な措置を求めた「要請」は１０５件、人権侵害に当たるとして体罰をした本人に改善を求める「説示」が９３件あった。

　児童に対する暴行や虐待に関する救済手続きを始めた件数も８７３件で過去最多。インターネット上の書き込みを巡る手続きの開始件数は６７１件で過去２番目に多かった。

　人権擁護局は「子どもの人権１１０番」（全国共通０１２０・００７・１１０）や各法務局の人権相談所の活用を呼びかけている。【伊藤一郎】

http://mainichi.jp/select/news/20130301dde041040004000c.html
・いじめ防止条例:道が制定へ　知事「社会全体で防止を」　／北海道（3月1日）
　高橋はるみ知事は２８日の道議会本会議で、児童や生徒のいじめ防止対策を進める「いじめ防止条例」の制定を目指す考えを明らかにした。道教委によると、同様の条例は男子中学生の自殺を巡って学校や市教委の対応が問題視された大津市など全国４市にあるが、都道府県にはないといい、千葉県などでも制定の動きがある。

　制定時期や内容については未定だが、高橋知事は「いじめの未然防止を図るためには社会全体で取り組む必要がある。より実効ある対策を進める」と述べ、学校以外の保護者や住民らの役割も盛り込む考えを示した。

　いじめ問題を巡っては国も対策法の制定を目指しており、道や道教委は今後、国などの動向も見ながら条例内容を検討する。道教委の高橋教一教育長は「学校、家庭、地域住民が相互連携を図ることが大切だ」と述べた。【岸川弘明】

http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20130301ddlk01100220000c.html
・新たな扉を:性暴力被害防止のために　番外編　自らも娘、孫もＤＶ受け　被害者声上げ米国変えた（3月3日）
　福岡市で１月３０日、夫のドメスティックバイオレンス（ＤＶ）から逃れた妻をかくまった友人の女性が殺害される事件があった。連載企画「新たな扉を」で、ＤＶやストーカーによる深刻な事件を防ぐ手立てを探ったが、番外編として、米国在住のＤＶ被害経験者と、児童虐待防止に取り組む元検察官の男性の話を通して米国の取り組みを紹介する。【川上珠実】

　◇警察や行政が連携し対策

　「ＤＶは誰にでも起こりうる問題。被害者が責められたり、負担を負わされては解決できない」。マサチューセッツ州の加藤洋子さん（６９）は断言する。

　加藤さんは６５年に渡米して米国人と結婚し、娘２人を授かったが、夫からＤＶを受けて離婚した。９３年には次女シェリーさん（当時２３歳）と孫セドリックちゃん（同１歳半）がシェリーさんの元恋人に刺殺された。

　加藤さんが住む市に０３年、州３番目の「ＤＶフリーゾーン」ができた。市民主催の協議会で、警察、市、病院などの関係者が月１度、ＤＶ対策を話し合う。シェルター、女性支援団体などＤＶ問題の専門家が対策を話し合う検察主催の「ＤＶタスクフォース」もある。

　また、地元警察署にはＤＶの傾向や被害者心理について教育を受けた専門の「ＤＶ班」があるという。「被害者は一晩に何回も『助けて』と通報することがあるが丁寧に対応してほしい。６回目の通報で何もなくても７回目で現場に行かず被害者が亡くなったら、あなたはとても後悔する」。加藤さんは約２０年、被害者支援のあり方などを警察や検察に講義してきた。

　米国では以前「暴力を振るわれる女性が悪い」との考え方があったが、被害者らが声を上げることで社会や法律を変えてきたという。接近禁止命令の対象は当初、被害者や子供、親族など限定されていたが、ペットに危害が及ぶ問題が指摘され、昨年から対象範囲が広がった。最近は同性愛者の男性向けシェルターもできた。

　加藤さんは「日本でも被害者が声を上げてほしい」と話した。

　◇「子供守るのは社会」チームで対応

児童虐待についても、ＤＶと同じように多くの州で複数の機関が連携している。ミネソタ州で検事を１０年務め、児童虐待に対応する専門家を養成するＮＰＯ法人「米国子供の性虐待防止協会トレーニングセンター」の理事長、ビクター・ビースさん（５１）によると、ミネソタ州では警察や医療、教育関係者が児童虐待が疑われる例を見つけた場合、２４時間以内に福祉機関に通報することが義務づけられている。
　通報者は通報後７２時間以内に虐待が疑われる事案に関するレポートを作成。これを基に警察、児童相談所、検察でつくる調査チームが虐待について調べるという。日本では通報義務はあるものの明確な時間制限はなく、調査チームを設置する取り決めもない。

　ビースさんは「子供を守るのは子供自身ではなく社会の仕事。人々の意識が変われば、児童虐待への対応は劇的に進歩する」と話す。

http://mainichi.jp/area/news/20130303ddp041040019000c.html
・憂楽帳:会話（3月4日）
　「なめられてはいけないとの思いでたたいていた」。北九州市の５０代の中学男性教師は新任のころを振り返る。「周りの女性教師からも男の先生に厳しい対応を期待する声があった」

　運動会の応援練習で生徒がざわついていた。怒った男性教師が団長を前に出して殴った。「たたかんでも分かっている」。気持ちが通じていると思っていた団長の吐き捨てるような言葉は、男性教師の胸に刺さった。

　２０年以上も前のことだ。体罰の限界を感じた。「体罰は心を遠ざける」と考えるようになった。以後、言葉を磨くように努めた。暇があると生徒と話した。今では「市内で生徒と一番話しているという自負がある」と語る。

　体罰の即効性と異なり、言葉での説得は時間がかかる。生徒が切れた時に対応していては遅い。平常の会話の中で「拳の下ろし方を覚えろ、おれが合図したら終わりだ」と語り掛ける。「要は教師が本気で生徒のことを考えていると伝えられるかだ」

　自宅にも生徒や親から相談の電話がある。週末も部活で休めない。だが「こんなにやりがいのある仕事は他にない」と信じている。【松田幸三】

http://mainichi.jp/opinion/news/20130304ddg041070011000c.html
・子育て同盟:結成します　イクメン知事ら１０人、４月から（3月5日）
　育児休暇を取得するなど「イクメン知事」として知られる三重県の鈴木英敬知事（３８）は４日、１０県知事による「子育て同盟」（仮称）を４月に発足させると発表した。不妊治療や待機児童対策、児童虐待対策など各県の子育て支援策の情報を共有し、相互の施策に反映させる。国などへの提言も行う。

　参加するのは、宮城、長野、三重、鳥取、岡山、広島、徳島、高知、佐賀、宮崎の各県知事で年齢は３８〜５４歳。子育て支援に積極的な鳥取県の平井伸治知事（５１）が同盟発足を呼びかけて実現した。事務局は同県に置く。４月に東京で発足式を開き、今夏には鳥取で「同盟サミット」の開催も予定している。

　鈴木知事は「各県が切磋琢磨（せっさたくま）して支援策を向上させ、全国をリードしていく。知事が率先して子育て世代を応援していることをアピールする」と話した。【田中功一】

http://mainichi.jp/area/news/20130305ddq041010009000c.html
・特集ワイド:愛ある体罰「ないですわ」　ラガーマンで教育者、大八木淳史さんが語る（３月６日）
　大阪市立桜宮高バスケット部員の自殺、柔道全日本女子代表監督の辞任など体罰問題が議論を呼んでいる。スポーツの現場で体罰が相次ぐのはなぜなのか。昔は熱血ラガーマン、今は芦屋学園中学・高校で校長を務める大八木淳史さん（５１）の「体罰論」を聞きに行った。【小国綾子】

　◇富国強兵と意識変わらぬ　「げんこつ」ではなく涙、涙

　大きい。身長１９０センチ、体重１００キロは現役時代とほぼ変わらない。校長室の革張りソファも小さく見える。

　体罰論議、どう思います？

　「桜宮高の件はプレーの失敗で張り手を食らわせたと聞く。勝利至上主義が生んだ暴力であり、指導法として間違えている」。明快な答えとは裏腹に大八木さんはうかない表情。「ただし今の体罰論争もおかしい。体罰を定義しないまま、誰もが勝手なイメージで『体罰反対』『愛ある体罰はＯＫ』と言っている。これでは答えは出ない」という。

　確かに毎日新聞の世論調査（２月２、３日）では「一切認めるべきでない」（５３％）と「一定の範囲で認めてもよい」（４２％）で意見は真っ二つ。男性は「認めてもよい」が多い。連想する体罰の中身もバラバラなのだろう。

　「体罰の歴史と目的を理解しないと。体罰は明治時代以降の富国強兵に使われた。目的は強い軍隊、つまり国益。では今は？　スポーツ関連の国家予算を見ればわかる」

　文部科学省によると、年間のスポーツ関連予算は今年度２３５億円。このうち約７割は競技スポーツに集中投下されている。学校の体育や国民の生涯スポーツは二の次だ。

　「競技スポーツ、つまりメダル獲得プロジェクト。これも国益やないですか。富国強兵時代と一緒。国益や学校のブランド力のためのスポーツだから体罰が生まれる」

　しかし、大八木さんは「スポーツは体罰の温床」という考えには反対だ。むしろ「スポーツの力で体罰やいじめをなくしていける。ドロップアウトした子の受け皿としてのスポーツにこそ税金を使うべきだ」。スポーツによる人間形成−−それが大八木さんの一生のテーマだ。

　同志社大で大学選手権３連覇、神戸製鋼で７年連続日本一。８７、９１年のワールドカップにも出場した。３６歳で現役引退後、生き方に迷った。「俺の生きるミッションは何や」。悩んだ末、大学院に進学。修士論文のテーマは「トップアスリートは青少年育成にどう関われるか」。６年前、実践の場として高知県の高知中央高に赴いた。スポーツ推薦で入学しながら挫折し退学寸前の生徒らを集め、「スポーツで傷ついた子をスポーツで救いたい」とラグビー部を創部した。

　最初の年、ラグビー哲学をいくら熱っぽく語っても部員は辞めていく。ともに泣き、円陣を組んだはずの部員が、翌日部活をサボる。壁にぶつかった時、学問が役立った。思い出したのは、米国の心理学者マズローの「自己実現の法則」。人間の欲求は（１）生理的（食欲・睡眠）（２）安全（住居・健康）（３）社会的（仲間）（４）尊厳（他人からの評価）（５）自己実現−−の５段階あり、低次の欲求が満たされて初めて次の欲求が生まれる、と。
　「３段階の哲学を語る前に１、２段階や」。合宿先などで共に寝起きし、風呂に入り、食事する時間を増やした。

　創部２年目、全国大会出場切符を勝ち取った。無名チームがわずか数年で全国優勝を果たした軌跡を描いた８０年代のテレビドラマを模して、「平成のスクール・ウォーズ」と呼ばれた。

　ちなみに「スクール・ウォーズ」は実話が元になっている。「泣き虫先生」のモデルは、大八木さんの高校時代の恩師で当時、京都・伏見工高でラグビーを教えていた山口良治さんだ。

　ドラマで「泣き虫先生」が泣き顔で部員たちを殴るシーンは有名だ。山口さんの著書でも、長野・菅平のラグビー合宿でいいかげんなプレーをしていた大八木さんを引っぱたく場面が登場する。

　「あの日は足のねんざが痛くてイライラしてる時に怒鳴られ、売り言葉に買い言葉。『ほな、帰りますわ』と荷物まとめてグラウンドを去りかけた。そしたら山口先生が追いかけて、平手でパンパーンってね」

　それから慎重に言葉を選び、言い添えた。「体罰を美談にするつもりはない。でも先生はあの時、僕を追いかけ叱責することで、俺に戻る場を与えてくれた。そのまま放り出されたらどうなったか。それに３０年以上も前の話です」

　でも気になった。自分の受けた体罰を肯定的にとらえた者が指導側に回った時、体罰を再生産する、という批判もあるではないか。大八木さん自身は高知中央高で生徒に手を上げたことは？

　「ないです」。即答だった。

　ならば「愛ある体罰」に訴えたくなったことは？

　しばらく記憶をたどっていたが「やっぱり、ないですわ。たばこを隠し持っていた部員に『走ってこい！』と言ったことはありましたけど」。

　ふと、数年前の新聞記事を思い出した。全国大会の初戦前、大八木さんは涙ながらに奮起を促し、選手もまた目を真っ赤にし、試合に臨んだという。試合前から涙、涙。彼らの間に「げんこつ」は要らなかったのかもしれない。

　インタビュー後半、大八木さんは立ち上がり「スポーツ指導の現場に一番足りないのはこれや！」とホワイトボードに殴り書き。ＤＩＶＥＲＳＩＴＹ（多様性）とある。

「まず、女性をもっと登用し、女性の視点を入れること。ナショナルチームの体罰問題を最初に訴えたのは女子柔道でしょう？　それから指導者の視野を広げること。桜宮高の件でも、バスケしか知らん指導者と強豪チームを求めて入部した生徒が集まれば、価値観はバスケ一色。勝利至上主義に陥って当然。スポーツ指導者は年に１〜２カ月程度、現場を離れ、社会学や心理学など別の学問や価値観を学ぶ仕組みが必要なんです」
　それから熱血先生、再びソファに体を預け、最後はしみじみと「『生徒のためにここまでやったのに』と教師が独りよがりになってはダメ。ラグビーを必死に教えても生徒は時には問題を起こすし、部や学校を辞めていく。彼らは教師の物差しで測れば『バツ』かもしれないが、まじめに生きてくれたら人間として『マル』でしょう？　大事なのは元気に生きてくれること。ラグビーの上手下手やない」。

　「今でもね、ラグビー部や学校を辞めたヤツらが時々電話してきよる。それで十分やないですか」。熱血授業は、２時間半を過ぎていた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://mainichi.jp/feature/news/20130306dde012100012000c.html
・暴行:男児に暴力、５０代元担任教諭を書類送検−−奈良の支援学級（３月７日）
　奈良市立小学校の特別支援学級に通っていた発達障害の男児（１３）＝同市＝の顔をたたくなどの暴力を振るったとして、奈良県警が、５０代の元担任の男性教諭を暴行容疑で書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。この問題を巡っては、当時の校長が暴力の部分に触れない報告書を市教委へ提出していたことが１１年１２月、関係者の証言で判明している。

　送検は５日付。容疑は、１０年５月１０日午前１０時４５分ごろ、教室で男児の態度を注意した際、男児が教諭の顔を払いのけたことに立腹。男児の顔を手で１回殴打した上、足のすね付近を１回蹴るなどの暴行を加えたとされる。男児の両親が昨年１２月、県警奈良署に被害届を提出していた。

　関係者によると、教諭は女児と口論になって物を投げるなどした男児に、腕をねじ上げて部屋の外へ引っ張り出そうとした。教諭が顔を近づけて怒鳴りつけてきたため、男児は教諭の顔を手で払ったという。

　当時の校長が経緯などをまとめた１０年７月１６日付の報告書は、教諭が男児を殴ったなどとされる部分がなく、「不適切な指導があった」との表現にとどまっていた。市教委もこれを受け、「行き過ぎた指導はあった」とする一方で「体罰や暴力ではなかった」と結論づけた。しかし、暴行を近くで目撃した別の男性教諭は毎日新聞の取材に、「障害のある子への一方的な暴力。報告書はうそだらけだ」と証言している。

　暴行したとされる教諭は現在、奈良市の別の小学校で特別支援学級を担当。取材に「腕をねじ上げたという表現は行き過ぎで、両肩を持って他の部屋へ移動させようとした。顔はたたいていない。（男児から）２回ほど蹴られ、止めようとして足をかけた。他の先生が来たので引き継いだ」と、暴行を否定している。【千脇康平、伊澤拓也、村本聡】

　◇「うそをついた大人にはらが立つ」　母「罪認め謝罪を」

　元担任教諭から受けたとされる暴行は、男児の心に深い傷を負わせている。

　母親（４３）によると、男児は幼い頃から集中力が続かないところがあるが記憶力は優れており、学校で大きな問題を起こしたことはなかった。だが暴行後は頭髪を自分で抜くようになり、職員室で自分の腕にカッターを突き立てて教諭に取り押さえられたこともあった。

http://mainichi.jp/area/news/20130307ddn041040017000c.html
・児童虐待・ポルノ:検挙過去最多　児相通告対象は４２％増（３月７日）
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　警察庁は７日、昨年の児童虐待と児童ポルノの検挙件数を公表した。児童虐待は４７２件（前年比８８件増）、児童ポルノは１５９６件（同１４１件増）に上り、いずれも過去最多を更新した。虐待があったとして警察が児童相談所への通告対象にした児童（１８歳未満）は１万６３８７人と前年より４２．１％、４８５１人も増えた。同庁は「国民意識の高まりから警察への情報提供が増えた影響」とみている。

　昨年の児童虐待に絡む検挙の内訳は、身体的虐待３４４件（前年比７４件増）▽性的虐待１１２件（同１６件増）▽ネグレクト＝育児の怠慢・拒否＝１０件（同７件減）▽心理的虐待６件（同５件増）。心理的虐待は包丁などを突きつけ脅したケースで、携帯電話の使い過ぎを注意する際に刃物を持ち出すなどした事件があった。金銭目的で児童ポルノを製造・販売した性的虐待も１４件あった。

　罪種別に見ると、傷害（致死含む）が２２７件でほぼ半数を占め、殺人が３１件、強姦（ごうかん）と強制わいせつが各３３件など。検挙された加害者は４８６人で、男性は３７８人中１８６人が「実父」、女性は１０８人中１０２人が「実母」だった。被害児童は４７６人に上り、うち３２人が死亡した。

　児童相談所への通告対象にした児童数も過去最多で、暴言や無視、兄弟間差別など心理的虐待が８２６６人と約７割を占めた。このうち子どもがＤＶ（配偶者間暴力）を目撃する「面前ＤＶ」が特に多く、５４３１人に上った。ただ面前ＤＶは被害の立証が難しく、検挙に至ったケースはなかった。

　一方、児童ポルノの検挙の内訳は「製造」が６４４件、提供目的の所持や公然陳列など「流通」が９５２件。流通手段にファイル共有ソフトを使用する事件が前年比１５１件増の５１９件に上り、使用ソフトは１９種類に及んでいた。捜査や医師による鑑定を通じて身元や年齢を特定できた被害児童の半数以上に当たる７１１人が小学生以下だった。【村上尊一】

http://mainichi.jp/select/news/20130307k0000e040171000c.html
・石井町:いじめ・体罰防止へ、議会に条例提案　町や学校など責務定める　／徳島（３月８日）

　石井町は７日、同日開会した町議会３月定例会に、いじめや体罰を防ぐために町や学校、社会福祉施設などの責務を定めた「いじめ・体罰等防止条例案」を提出した。同様の条例は県内初で、４月１日から施行する方針。

　大阪市立桜宮高校や女子柔道日本代表での体罰問題を受け、いじめだけでなく、体罰への対応も盛り込んだ。

　条例案では町の責務として、防止に向けた総合的な施策を策定するとともに、学校や社会福祉施設などの活動を支援すると明記。さらに町民や学校、社会福祉施設、企業などのそれぞれの責務や役割を定め、連携した取り組みを求めた。

　条例施行後、町は相談窓口や対策会議を設置し、学校や社会福祉法人だけで解決できない事案に対応する方針。また、付則で体罰に当たる具体事例を示すことも検討している。

　この日の定例会で、河野俊明町長は「町全体で、いじめや体罰による悲惨な事態が起こらないようにしていきたい」と説明した。【阿部弘賢】

http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20130308ddlk36010535000c.html
・いじめ対応マニュアル:防止・解決へ、学校全体でも対応　県教委、改訂　／兵庫（３月８日）
　いじめの未然防止や早期発見・解決を図るため、県教委は７日、「いじめ対応マニュアル」をまとめ、発表した。教職員個々の対処方法に加え、校長を中心とした学校全体で取り組むための組織対応マニュアルも定めた。今月中に県内の公立学校計１３４９校の全教職員に配布する。

　県教委は０７年２月、「教職員用いじめ早期発見・対応マニュアル」を策定。その後、赤穂市の小６男児への暴行動画のインターネットへの投稿や、いじめを受けていた川西市内の県立高校男子生徒の自殺などがあり、６年ぶりに改訂した。

　根絶に向け、各学校にいじめ対応チームを設置することなど、組織的な体制の整備について明記。早期発見のためのチェックリスト作成や、警察や地域との連携のあり方についても示した。また、ネット上のいじめへの対応として、具体的なトラブルの事例や未然防止の方法、ネット上の書き込みや画像などの削除に必要な手続きなどを解説。複雑化・潜在化するいじめにも対応できるようにした。【近藤諭】

〔神戸版〕

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20130308ddlk28100343000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／６　親子になるまで１８年　／奈良（３月８日）

　◇若年出産、教育と支援も

　「夢と希望にあふれて結婚したはずなのに、なぜ、こんなに毎日がしんどいんだろう」

　大阪府茨木市に住むシングルマザー、辻由起子さん（３９）。１８歳で結婚し、１９歳で長女を産んだ。

　大学の推薦入学が決まり、高校３年で居酒屋のバイトを始めた。そこで出会ったのが１歳上の男性。

　「愛している」「一生守る」。毎日言われ続け、「本当に愛してくれている」と思い、親の猛反対を押し切って一緒になった。

　安アパートで始まった生活。２カ月後の深夜、夫が腹を刺され、血を流して帰ってきた。暴力団員だと知った。最初から暴力を振るわれていたが、段々とエスカレート。鼻を骨折したことも。そして、妊娠が発覚した。

　◇１９歳で長女を出産　嫌悪感募り、後悔

　この子がいなければ、別れられるのに…。「お願いだから、死んで」。毎日、おなかに語りかけた。

　１９歳で信羽（ときは）さんを出産。愛情はわかなかった。午前３時から卸市場で働き、昼間は夫と娘の食事の用意など家事をこなし、夜は居酒屋、その後はラウンジに勤めた。睡眠時間は２、３時間。疲れ切っていた。

　娘が「こんなん食べたくない」などと反抗すると、殴った。「生まなきゃよかった」。何度も思った。

　そんな生活も限界に達した。ある日、洗濯した夫の下着を干そうと手にした瞬間、突然、全身に鳥肌が立った。「何でこんな人のパンツを干さなあかんの」。離婚。２３歳だった。

　娘との２人暮らしが始まった。「ただそこにいるだけの存在」。会話はなかった。言うことを聞かなければ殴った。食べ物の好みなど元夫と似ているところが多く、嫌悪感が募った。

　中学３年の時、携帯電話のサイトへの娘の書き込みを目にした。「早くお母さん死んで」。自分を無視する親への気持ち。当然かもしれない。それでも「私の人生に意味がなかった」と衝撃を受けた。

　◇知人の言葉で変化　経験元に育児相談

　２人に変化が現れたのは、高校２年のころ。自己啓発の集まりに、娘を連れて行った。知人が「頑張り屋の自慢のお母さんやね」と娘に声を掛け、辻さんには「しっかりした良い子やね」と言った。

　互いに反発していた母子。第三者の言葉が、関係を見つめ直すきっかけになった。少しずつ会話が増え、距離が縮まっていった。

その年の誕生日。娘がケーキを用意してくれた。チョコレートの文字で「生んでくれてありがとう」。手紙には「たくさんのすれ違いがあったからこそ、今の私たちがあるんだと思います」とあった。
　涙が止まらなかった。「私たちはたまたま１８年間かかって親子になれた。生んで良かったと、初めて思った」

　現在、大阪府の子ども虐待防止アドバイザーとして活動する。育児に悩む母親の相談に乗り、親になる前に育児について考えてもらいたいと、高校などで講演も行う。

　若年出産は虐待の要因に挙げられる。

　「自分が幸せでない人は人を幸せにできない。自分が幸せだと思えてから、新しい命をはぐくむことを考えてほしい」。自分の若くしての結婚を今、振り返ってそう思う。

　「勘違いの恋愛」をしないためにはどうしたらいいのか。

　避妊などの性教育をタブーにせず、心と体の成長に合わせて、段階的に学校や家庭で教えることが大切と感じている。

　結婚、出産、離婚。夫婦、親子関係で「ずっと苦しんできた」。だからこそ、若年結婚に慎重さを求める一方、特に自分と同じような若い母親には、温かい気持ちを持つ。

　「自分で生んだんだからって突き放さないで。それは本人が一番、分かっている。反省もしている。でもしんどいの。そう言っている間に助けてあげてほしい」

　一人一人が自分の周りの人に優しくする。「たったそれだけ、できれば…。きっとみんな、幸せになるね」【岡奈津希】（この項つづく）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130308ddlk29040449000c.html
・現場発:福岡・障害者施設事件　摘めぬ虐待の芽　家族「子供預け追及困難」／関係者「告発者探し怖い」（3月10日）
　福岡県小郡市の障害者就労支援施設「ひまわり」で発覚した利用者への虐待事件。虐待は数年前からあったとされるが、立件まで年月を要した。虐待が表面化しにくい背景には、家族を預けている保護者側が施設側を追及しづらい事情や、施設職員が虐待を疑っても告発に踏み切れない雰囲気が指摘されている。取材に応じた保護者の一人は「子供が人質に取られているようで声を上げにくい」、複数の施設関係者は「職場での告発者探しが怖い」と打ち明けた。【土田暁彦】

　知的障害のある男性通所者（５６）の頭上の的に千枚通しを投げたとして、暴行容疑で逮捕された元「ひまわり」支援次長、坂本静治容疑者（４８）は、運営するＮＰＯ法人「リブロ」理事長の長男だった。福岡地検久留米支部は６日、暴行罪で起訴。県警は同日、同じ男性通所者をエアガンで撃ったとして暴行容疑で再逮捕した。いずれも否認している。

　虐待疑惑はこれだけではない。「リブロ」傘下施設のある福岡、佐賀両県が昨年１０〜１１月に調査に入り、系列施設の利用者計７人に坂本容疑者による虐待被害が浮上した。福岡県は男性４人に対する殴る蹴るなどの暴行が１０年夏以降にあったことを確認。佐賀県は男性２人、女性１人に対する昨年４〜８月ごろの虐待行為を把握した。

　問題が明らかになるのになぜ２年以上かかったのか。ひまわりに子供を通わせる父親は、子供が突然泣き出し「たたかれた」と訴えるようになったため虐待を疑った。理事長らに直接抗議したが、「虐待はない」「嫌なら退所すれば」との返答だったという。「市内で他に通所させる場所はない。足元を見られているようだった」とこの父親は振り返った。また、ある施設関係者も「坂本容疑者による虐待を何度か理事長に指摘した。しかし何も変わらなかった」と明かす。

　これに対し、「リブロ」の理事長は７日、毎日新聞の取材に対し「保護者からも職員からも虐待の抗議を受けたことはない。いるなら連れてきてほしい」と語った。

　抗議したという父親は「事件発覚で私の抗議は間違っていなかったと分かった。あの時、もっと追及していれば虐待は続かなかったのではないか」と悔やむ。

　昨年１０月に施行された障害者虐待防止法で、家庭や施設、職場で虐待やその恐れのある状況を発見した人に通報が義務付けられた。通報者の秘密を守り、国や自治体が虐待防止の責務を負う。施行後半年間に寄せられた通報数やそのルート、虐待把握の方法について厚生労働省が実態をとりまとめることになっている。
　知的障害者の家族でつくる社会福祉法人「福岡市手をつなぐ育成会」保護者会の下山いわ子会長は「職員の意識向上は当然だが、子のサインを親が見逃さないことが大切」と指摘。「重度の障害者がいる家庭では、親が高齢になると、預かってもらっているという意識が強くなるが、施設に親の目を行き届かせ、虐待を疑ったら一人で抱え込まず、自治体などに相談してほしい」と呼びかける。

http://mainichi.jp/area/news/20130310ddp041040009000c.html
・いじめアンケ:悩む児童・生徒５２４４人、１．８２倍に　横浜市教委が教職員対象に実施　／神奈川
（3月17日）

　横浜市教委は、昨年１２月に市立小中学校の全教職員に実施したアンケートで、いじめなどの悩みを抱えた児童・生徒が５２４４人に上り、前年から２３６１人増えて１・８２倍になったことが分かったと発表した。今回は市教委の指示により、事前に学校が全児童・生徒にいじめに関する無記名アンケートを行ったため、子どもたちの潜在的な悩み発見につながったとみられる。

　市教委は１０年度から「いじめ解決一斉キャンペーン」として、所属校を通じ教職員全員にアンケートを実施している。今年度はこれに先立って、児童・生徒全員に全市共通の選択式アンケートを行い、いじめ被害を申告させた。教職員は児童・生徒の答えを踏まえて回答した。

　教職員のアンケートで、小学生３００５人、中学生２２３９人がいじめなどの悩みを抱えていることが分かった。内訳は複数回答で（１）冷やかしやからかい、悪口など＝８１％（２）遊ぶふりをしてたたかれたり蹴られたりした＝２９％（３）仲間外れや集団による無視など＝２１％−−の順だった。

　認知した時期を尋ねたところ、進学・進級直後の４月や、学校行事が多い１０〜１１月が多かった。学年別では、中学１年が９７６人で最多だった。

　アンケート結果は近く学校に通知し、今後のいじめ対策に役立てる。市教委人権教育・児童生徒課は「いじめが多く見られる時期が分かれば、重点的な指導で防げるかもしれない。いじめを早く見つけ、早く解決することが重要だ」と話している。【宗岡敬介】

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20130317ddlk14100119000c.html
・自殺者:昨年は２万７８５８人　１５年ぶり３万人下回る（3月14日）
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　内閣府と警察庁は１４日、昨年の自殺者総数（確定値）が２万７８５８人と発表した。前年から２７９３人（９．１％）減って過去最大の減少幅となり、１５年ぶりに３万人を下回った。自殺者の多かった年代や都市部の減少が顕著なため、内閣府は「国や自治体の対策の効果が出ている」と分析。「東日本大震災の影響で５月に急増した１１年に対し、昨年はそうしたピークがなかったことも減少幅を大きくした」という。

　自殺者の性別は男性が１万９２７３人、女性が８５８５人。職業は「無職者」（学生・生徒を除く）が最も多く１万６６５１人だった。全ての年代で前年より減少し、特に３０代は３７８１人で前年比１５．１％減、５０代は４６６８人で同１３．２％減、６０代は４９７６人で同１０．３％減と減少率が高く、元々自殺者数の多いこれらの年代の減少が総数を押し下げたとみられる。

　地域別では都市部で大きく減少。東京都は前年から３５８人減り２７６２人となったほか、千葉、神奈川両県で２００人以上、愛知県と大阪府で１８０人以上減った。

　遺書などから原因・動機を特定できたのは２万６１５人。警察官が５２項目から最大三つを選んで記載する「自殺統計原票」の集計によると、「生活苦」や「多重債務」など経済・生活に関わる問題の減少率が大きく、前年比１８．５％減の５２１９人。ただ、２０代の「就職失敗」は前年比８人増の１４９人で、背景に学生の就職難があるとみられる。

　学生や生徒の自殺者は９７１人。「いじめ」に起因するとみられるのは中学生２人、高校生と大学生が各１人の計４人だった。

　大震災関連の自殺者は２４人で前年の半数以下。岩手、宮城両県が減少したのに対し、福島県は３人増の１３人に上り、内閣府の担当者は「原発事故による避難生活者が多いことも一因ではないか」としている。【村上尊一】

http://mainichi.jp/select/news/20130314k0000e040161000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／７　「未熟な親」都市化で増加　／奈良
（3月1日）

　◇高齢者、里親の協力に期待

　実父から殺されそうになった女性、子供を殺し自分も死のうとした母親−−。

　虐待は一歩、間違えれば「殺人」になる。「ふさがる傷」では６回にわたり、その悲惨な実態を当事者の肉声を通じて、紹介した。

　登場した４人は、最後には周りの人に支えられながら前に進んでいた。

　ただ、すべての人が立ち直れるとは限らない。にもかかわらず、傷つける人間は増える一方だ。

　昨年の児童虐待の検挙件数は４７２件（前年比８８件増）で、過去最多を更新した。警察が児童相談所への通告対象にした児童（１８歳未満）は１万６３８７件に達し、前年より約４割も増加した。

　虐待が減るきざしは全く見えない。

　◇貧困、孤立、不安定　虐待生む国の構造

　「虐待はこれからも増えるだろう。子供がバタバタと死ぬまでにならないと社会は変わらない」

　長く児相に勤め、大阪市中央児童相談所長も務めた津崎哲郎・花園大特任教授（児童福祉論）は悲観的だ。

　なぜ。「発生しやすい要件に当てはまる人が増えているから」。経済的困窮、社会的孤立、親の人格的不安定さ−−。

　貧困層が拡大し、都市化が進んで地域交流が減り、人とうまく関係を築けない未熟な親がどんどん生まれている。

　「人は難産で生まれるようになっている。だから一人で産むのは難しい。助け合うことを前提に、命がつながってきた」

　都市化はその助け合いを断絶する。育てにくい状況が広がるのは当然だ。

　絶望の思いを抱く専門家は他にもいる。

　虐待しそうな人には、こちらから声をかけるなどの「おせっかい」が大切。でもその役割を期待されている人々が忙し過ぎる。

　「日本の児相職員は、欧米の約５倍のケースを持っている。一にも二にも児相の人員を増やすべき」

　児相や厚生労働省で働いた経験のある才村純・関西学院大教授（同）の指摘は、一線の状況がよく分かっているだけに深刻になる。

　「今の３〜４倍は人が必要。加えて、児相は矛盾する役割を担っている。親子を引き離す一方で、手のひらを返したように支援しようとしても、親と対立関係になりやすい。精神的にも大変な仕事で、現場は疲弊している」

　福祉は最終的に人。仮に良い制度があっても、それを支えるのは人間だ。

　才村さんには、今は市町村も児相も施設も「人がアップアップしていて制度を生かし切れていない」と感じている。

　◇瀕死を救う処方箋の可能性求め九州へ

「死ぬ子供を出さないので精いっぱい」
　津崎哲雄・京都府立大教授（同）は児相の現状をこう表現する。「このまま『通報しなさい』という市民への啓発にお金をかけ続ければ、通報はもっと増えるが、対応する児相はお手上げになる」

　虐待を把握した後の対処にも問題があるという。

　「虐待で親から引き離された子供への支援が全く不十分。施設で預かるケースがほとんどだが、子供の集団生活は力関係が生じ、新たな問題が生まれやすい」と話す。施設中心の支援を「国家のネグレクト（育児放棄）」と危惧する。

　虐待が増える構造の上、対策にめどが立たない現状。その中で、一筋の光明を見い出す提案があった。

　「知識や経験のある高齢者が、子育てに参加する仕組み作り」（津崎哲郎特任教授）と「家庭的な雰囲気で子供の心をいやす里親の普及」（津崎哲雄教授）。

　２人の思いを反映させたような取り組み。国内ではないのか。

　次回で「ひまわりが咲く日」は最終回を迎える。「虐待大国」への道を歩み続けている日本。その治療の処方箋を求めて九州のある地区に飛んだ。【岡奈津希】

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130315ddlk29040559000c.html
・障害者虐待:防止法後３カ月、認定７５８件　通報２５２９件−−毎日新聞調査（3月21日）
　昨年１０月に施行された障害者虐待防止法に基づき各自治体が虐待通報を受け付け始めておおむね３カ月間で、認定された障害者虐待が全国で７５８件に達したことが毎日新聞の調べで分かった。障害者虐待を巡る国の統計はこれまでなく、全国レベルで総数が判明するのは初めて。専門家は「全体像が不明だった障害者虐待に対応する上で貴重なデータだ。施策に生かしてほしい」としている。

　防止法は、通報窓口の設置を都道府県と市区町村に義務付け、初期対応は市区町村が担う。毎日新聞は、都道府県を通じて市区町村を含む虐待の通報・対応状況を照会。３９都府県は昨年末までの３カ月間の状況を回答し、一部の県などは施行後２カ月など把握済みのデータを回答した。

　この結果、通報総数は４７都道府県５９９市区町村で２５２９件（市区町村分２３４０件）に上り、このうち虐待があると認定されたのは４４都府県３１８市区町村の７５８件。家族からの虐待が６５５件で８６・４％を占め、入所先など福祉施設職員による虐待は６７件（８・８％）、職場での虐待は３６件（４・７％）だった。

　虐待内容は、把握している４３都府県の複数回答（延べ１０５５件）でみると、身体的虐待４０・２％、暴言などの心理的虐待２３・４％、年金や賃金の搾取などの経済的虐待１７・３％、介助や必要な治療をしないなどの放置１２・７％、性的虐待０・６％。被害者の障害の種別は、把握している３６府県の複数回答では知的障害が４６・９％と最も多く、精神障害は２８・３％、身体障害は２１・５％。

　通報２５２９件の場所の内訳は、家庭１７２１件、施設５９０件、職場１８６件など。家庭での虐待は市区町村だけで対応するのに対し、施設は監督権限がある都道府県と連携、職場は厚生労働省が各都道府県に置く労働局と連携するため対応に時間がかかるとされ、虐待と認定されていない通報の中にも、調査中のケースが相当数あるとみられる。

　元厚生労働省障害福祉専門官の大塚晃・上智大教授（障害者福祉）は「深刻な被害が生じた反省から法律で通報制度ができたが、これだけの数字が出るのは予想以上。切実な支援を求められる本人や家族が一定規模で存在する手がかりが初めて示された。必要な援助体制や受け皿づくりにつなげる必要がある」と話している。【野倉恵】

◇障害者虐待防止法
　１１年６月成立。虐待やその恐れのある状況を発見した人に通報を義務づけ、全区市町村に通報・相談窓口となる「虐待防止センター」が設置された。自治体や国は通報者の秘密を守り、虐待防止の責務を負う。市区町村は一時保護や家庭の支援、捜査機関への通報などを行う。施設で虐待があれば都道府県が改善勧告や認可取り消しなどを実施。職場の虐待は労働基準監督署などが是正指導などに当たる。

http://mainichi.jp/select/news/20130321dde001040010000c.html
・障害者虐待:防止手探り　ノウハウ、人手、権限…悩み多く　自治体・労働局、課題浮き彫り（3月21日）
　障害者を守るため自治体に窓口対応が義務づけられた障害者虐待防止法の施行から半年近く。新たな通報制度に基づき一線で働く市区町村の職員の多くは、専門職ではない一般職が担う。「経験が乏しい」「ノウハウも人手もない」。これまで水面下に沈んでいた恐れがある「実態」の告発にどう対応していくのか。課題も次々浮上している。【野倉恵】

　さいたま市に住む知的障害の３０代男性は父親に殴られ、通所施設で稼いだ工賃を奪われるなど、虐待が疑われた。同市の担当職員はヘルパーからの証言も得て、虐待をやめるよう再三伝えたが、父親は「しつけ」と主張し、なかなか改まらなかった。

　昨夏、男性は父親から激しく殴られて家出。ヘルパーが通報し、親族が捜索願を出したのを受け、同市は男性を一時保護し、「虐待」と認定した。

　昨年１０月施行された防止法で市町村は、家庭内虐待について危険と判断すれば、家族の了解なしに家庭に立ち入り調査できるようになった。市は、今後はこの男性のようなケースで事実確認がよりスムーズになるとみている。また、防止法は「障害者の養護者」の支援も定めており、市は父親も高齢者施設で暮らせるように取り計らった。

　毎日新聞の調査では虐待と認定された８割以上を家庭内の虐待が占めた。「家族を罰するのでなく、本人も家族も暮らしやすいよう手助けするのが法の目的。だが、危険性や本人の心の傷は、特に知的障害の場合、確かめるのが難しい」と、さいたま市西区支援課の山田義明障害福祉係長は指摘する。

　一方、障害者の社会参加と絡む職場の虐待については多くの自治体が「労働局との連携」（千葉県、大阪府など）を課題に挙げた。

　防止法は、市町村が単独で調査できるのは家庭内の虐待だけで、施設は指導監督権限のある都道府県と協力しなければならず、職場については、厚生労働省が各都道府県に置く労働局と連携して調査することとされた。

　初期調査を市町村が行い、労働局は必要に応じて協力する形だが、近畿地方の自治体担当者は危惧を明かした。「何度も労働局に協力を求めたが、『通報の中身がよく分からない』『（調査することでかえって障害者の）雇用が切られないか』などと渋られる。強制的な調査権限のない我々に対しては、資料を隠される恐れもある。労働局側の協力がなければ、市町村側も、職場虐待の通報対応に消極的になってしまう」

　また、多くの自治体が「障害特性などに基づく対応のノウハウが不足している」「専門的人材の確保や限られた人員での対応が難しい」といった共通の悩みを抱える。一方で法施行から数カ月の実態を踏まえ、「まだまだ潜在事案がある」と指摘する担当者もいた。
　静岡県は施行直後から毎月の通報対応状況を公表。施行初日の施設虐待の通報を受け、２５日後に改善勧告を出した千葉県の担当者は「防止法で通報に対応するルールが明確になり、『法律でこうだから』と調査に取り組みやすくもなった」と評価も語った。

　■家庭の虐待

・両親が知的障害の子に暴言、暴力、介助を放棄

・別居の親族から顔や手足を殴打され、暴言を吐かれ、年金を一方的に管理される

　■施設の虐待

・作業中の重度知的障害の男性の顔に職員が粘着テープを貼る

・グループホームの幹部が道具で入所者の身体をたたき「死ね」と暴言

・知的障害を持つ複数の入所者が職員の暴行で骨折

　■職場の虐待

・職場の同僚からの恐喝。金銭の持ち合わせがないと暴行

・上司の暴言で退職

・最低賃金法に違反

http://mainichi.jp/select/news/20130321dde041040056000c.html
・ひまわりが咲く日:児童虐待を追う　ふさがる傷／８止　負の構造変える「子どもの村」　／奈良
（3月26日）

　◆最終回

　◇夢から現実へ、みんなで

　里親と里子が暮らす、全国唯一の「子どもの村」が福岡市にある。

　１０年４月に開村。村内には一軒家が５軒、建ち並ぶ。相談に応じるなど里親を支えるスタッフが常駐する事務所もある。

　「村長」は坂本雅子さん（７０）。運営するＮＰＯ法人「子どもの村福岡」の副理事長だ。

　「ｏｐｅｎ　ｙｏｕｒ　ｈｏｕｓｅ，　ｏｐｅｎ　ｙｏｕｒ　ｈｅａｒｔ」（家を開き、心を開こう）。

　坂本さんが０４年夏、カナダで出会ったメッセージ。児童相談所の機能も持つ「福岡市こども総合相談センター」の名誉館長として、子供の権利を学ぶツアーに参加。そこで目にした里親募集のチラシに書かれていた。

　「日本は施設が当たり前だけど、子供は家庭で育つべきだ。日本でもできる。里親を増やそう」。目からうろこだった。

　◇里親への高い関心　委託率激増３０％に

　当時、福岡市内の児童養護施設は満員で、保護した子供たちを他県に預けている状態だった。何か解決策がないか、必死だった。

　坂本さんからの帰国報告を聞いた同センター所長の藤林武史さん（５４）。早速、子どもＮＰＯセンター福岡（同市）の協力を得て普及を始めたが、成果はすぐに出るとは思っていなかった。

　それが、初めてのイベントに想像の４倍近くの市民約１９０人が集まった。アンケートも「里親になりたい」など前向きな声が多かった。子供にとって、施設での暮らしがいかに大変か。そこを伝えれば、多くの市民が里親に関心を持ってくれる。それは数字が証明した。

　社会的な養護を必要とする１８歳未満のうち、里親のもとで育つ子供の割合を示す「里親委託率」。福岡市は、０４年度は６・９％だったが、今年２月現在、３０％まで増えた。

　藤林さんは「虐待された子供は、カウンセリングなんて必要ない。安全で安心な家庭で日常生活を過ごすこと。必要なのはただそれだけ」と話す。

　◇「子育ては己育て」一歩ずつ親子に

　「すごい、積み木高く積めたね」「ただいまー」「あ、母さん、お兄ちゃん帰ってきた」

　「子どもの村」で「親子」の楽しそうな会話が聞こえてきた。

　里親は村上奈津江さん（３７）。１３歳でしっかり者の「長男」と元気な６歳の女の子２人、甘えん坊の４歳の男の子と暮らす。

　市内の児童養護施設に勤めていた。そこで２歳の「長男」と出会った。約７００グラムの超低体重児として生まれ、親は育児放棄した。

　自宅に泊まりに来るなど交流が続く中、児童相談所からの提案もあって１０年３月、里親になった。決断できたのは、「なっちゃんと暮らしたい」という長男の返事だった。
　子供とくっついて遊んでいる時が何よりも幸せだ。長男は、小学校の卒業文集に「大人になったら母さんを旅行に連れて行く」と書いた。その成長が頼もしく、ほほ笑ましかった。

　里子は、大人の愛情を確かめるために、赤ちゃん返りをして甘えたり、逆に反抗的な態度をとることがある。４人の子供もそうだった。

　「色んなことを重ね、一歩ずつ親子になっていく。子育ては己（こ）育て。子を育てることで自分も育つ」と感じている。

　◇地域交流と高齢者、明るい未来に貢献

　子どもの村には、地域の人も出入りする。農業を営む人が野菜をくれたり、子供に会いに来る高齢者もいる。子供たちも、町内会のイベントや高齢者施設での地域の盆踊りなど、さまざまな行事に参加する。

　自治協議会長の中村隆暢さん（７６）は「子育ての経験を生かして、地域の高齢者が、子供たちのおじいちゃんやおばあちゃんとして役に立てればうれしい」と話す。

　貧困、孤立、未熟さ−。日本が抱える虐待を生む構造。それを変える特効薬はない。でも、「子どもの村」には、希望があった。

　目を背けたくなる虐待された子供の写真。そこから始まった連載だが、最後は笑い合う親子の写真を掲載できた。

　「１人で考えると妄想、２人で考えると夢、みんなで考えると現実になる」。藤林さんの言葉だ。

　太陽に自然と向くひまわりのように、すべての子供が、明るい未来に歩める世界。みんなで考えれば、きっと、きっと実現できる。【岡奈津希】（終わり）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇責めるのではなく手を差し伸べて

　◇する側も自責の念　読者からメール「私も殺しかけた」

　◇当事者の思い、記者も書き続け

　昨年１０月に始まった連載「ひまわりが咲く日　児童虐待を追う」は最終回を迎えた。

　１０年３月に桜井市で５歳７カ月の智樹君が餓死した事件を振り返った「桜井・餓死事件」、対応に追われる医師や児童相談所、市町村を取材した「現場最前線」、当事者や専門家から悲惨な実態を聞いた「ふさがる傷」の３部で、計１９回にわたり、虐待を考えた。

http://mainichi.jp/area/nara/news/20130326ddlk29040591000c.html
・大津・中２自殺:市教委がいじめ対策指針　学校組織で対応明示、具体例挙げ２２項目　／滋賀（3月29日）
　大津市立中学２年の男子生徒が自殺した問題を受け、市教委の検討委員会が２８日まとめた新年度以降のいじめ対策総合指針は、教員個人ではなく学校組織で取り組むことを明確化し、親子アンケートの導入や子どもが教員を選べる教育相談の工夫など具体例を挙げて２２項目を示した。自治体単位でいじめに特化した指針を作るのは異例で、各学校に行動計画作成を求めている。

　重要な早期発見の手立ては６項目。特に生徒の声を反映し、担任に限定せず校長や養護教諭などから子どもが選択できる教育相談の仕組み作りや、始業前や昼食時間などに教員が教室にいない「空白の時間」を生まない工夫を求めた。周囲の目を気にせず家庭で記入して保護者との会話のきっかけとする狙いで、親子アンケートの定期的実施も掲げた。

　早期発見のためのチェック表も一新し、３７項目のうち１点でも該当すればいじめを疑うよう明記。いじめ対応や加害生徒への指導の流れも初めて図示し、学校側はいじめの疑いを認知後２４時間以内に市教委に報告するよう定めた。未然防止では関係づくりの学習や子ども発の取り組み重視など５項目を挙げた。

　いじめ対策専従教員の配置など一部はすでに予算化されている。加害生徒の出席停止や警察への通報に関しては記載しなかった。

　市教委事務局を中心に委員１６人で昨年８月から議論。子どもや教員、ＰＴＡ、住民の意見を聞き、第三者調査委員会の報告書も参考にした。松田哲男教育部長は「今回は出発点で、成果を検証して年々更新したい」と話した。第三者委の報告書に対する回答は別に行う予定。【千葉紀和】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆大津市教委いじめ対策指針のポイント◆

□教員の人権意識向上

□早期発見の手立て

　・複数の目による発見

　・空白の時間をつくらない

　・親子アンケートの導入

　・いじめ発見の評価

　・教育相談の工夫

□学校組織体制・早期対応

　・個人の動きから組織の動きへ

　・いじめ対策担当者の専任化

　・子どもに関わる時間の確保

http://mainichi.jp/area/shiga/news/20130329ddlk25040547000c.html
・現場から:相模原いじめ事件・被害生徒証言　「最初に対処してくれれば」＝宗岡敬介　／神奈川
（3月27日）

　相模原市中央区の市立中学校で３年の男子生徒（１５）がいじめを受け、同級生３人が昨年１２月に傷害容疑などで逮捕された事件で、被害生徒が実態を語ってくれた。学校に被害を再三訴えたが、学校は十分な対応を取らずに事態を深刻化させていた。一方、いじめアンケートは被害者や目撃者が申告しにくい形式で、学校から市教委への報告基準も不明確など、いじめを早期に把握して対応する態勢も不十分だったことが浮き彫りになった。

　◇暴行の反復「ケンカ」扱い

　被害生徒によると、いじめは１年の時から始まった。記憶に残るのは１０年１０月ごろ、サッカー部の部活動中に起きた出来事だ。

　同級生の部員１人とトラブルになり、突き飛ばされたところを複数の部員から顔などを蹴られ、前歯が欠け、頭を打った。担任や部活動の顧問は「トラブル」と判断したが、被害生徒の母（４３）は「複数に蹴られており、トラブルというのはおかしい」と訴えた。

　しかし、顧問が見ていない時間帯に起きたということで「今後は必ず教諭が部活動を見る」と約束されただけだった。被害生徒はこれ以降、部活動に参加しづらくなり、１１年４月に退部届を出した。

　２年になると、深刻さは増した。特定の複数の同級生に、すれ違っただけで理由もなく殴る蹴るされ、上履きや外靴が少なくとも５、６足無くなった。

　被害生徒は１年時から担任にいじめを訴え続けていた。教諭たちは学年会で話し合うことはあったが、他にも同じような被害を受けている生徒がおり、被害生徒がやり返しているなどとして、「ケンカ」「トラブル」と処理した。被害生徒は「先生に言っても無駄」と諦め、１１年９月以降は被害申告をやめた。

　３年になっても、いじめは治まらなかった。中間テストの昨年１０月１１日、休み時間にトイレに行った被害生徒は同級生の男子２人から殴られ、最後は助走をつけての飛び蹴りをされた。それでも被害生徒は被害を訴えず、痛みを我慢してテストを受け続けた。

　６日後、被害生徒は図書室前廊下で同級生に顔を膝蹴りされ頭を壁に打ち付けられた。これを機に被害生徒と母は相模原署に被害届を出す。１２月、同級生３人が逮捕された。

　母親は「１年の部活動の事件時にしっかり対処していれば、こんな重大なことにならなかったのでは」と学校側の対応に疑問を持つ。男子生徒も３年間を振り返り「同じような目に遭う子を出さないで」と強調した。

◇「重要事案」基準が不明確
　被害生徒は１年時からいじめを受けていたのに、学校側が初めて市教委に報告したのは３年時の昨年１０月２２日。同１７日に男子生徒が暴行され鼻の骨を折るけがをした事件を受けてのことだった。

　その前の昨年９月７日、１０月１１日の暴行も同級生が逮捕されるほど激しかった。実際、９月の事件では学校側が被害生徒と母に対し、警察に被害届を出すよう促している。

　しかし、この２件が市教委に報告されたのは、１０月１７日の事件で相模原署が同級生を逮捕した後の１２月。校長は報告の遅れについて「当初は重要な事案と認められなかった」と釈明したという。

　「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」では、職員や児童・生徒に重要と認められる事故が発生した場合、校長は直ちに教育委員会に連絡し、文書で詳細を報告することが義務づけられている。

　ただ、どの程度で「重要」とするかは各学校に委ねていた。今回の事件で相模原市教委がまとめた調査報告書は、報告基準があいまいなことを問題点として指摘した。

　同市教委は、ちょっとした事故でも積極的に報告するよう各学校に要請した。さらに、学校の深刻な事態に気づけなかった反省を踏まえ、市教委から定期的に学校を訪問し、異常がないか見回る仕組みに改善した。

　事件後、被害生徒が通っていた学校は、いじめ被害を繰り返さないよう取り組みを始めた。１月、全生徒にそれぞれの担任が１人１０分程度の面談を行い、いじめや勉強、家庭の悩みを聞いた。面談は今後も定期的に実施する。市教委への事故報告も「認知したものは早めに一報を入れたい」（校長）という。

　同校では１２年度、火災報知機の発報が２３件、器物破損が１６件と学校全体が荒れている状況にあった。同校は警察による非行防止教室や、保護者による昼休みの校内パトロールを実施していく。

　校長は「地道にやるしかない。地域や教育委員会、ボランティアの力も借り学校を変えていきたい」と話す。

　◇教室でアンケ「丸見え」危惧

　今回の事件では、学校側がいじめを把握するため生徒に実施するアンケートの方法についても、問題点が浮き彫りとなった。

　被害生徒は学校が毎年行っていたいじめアンケートに、１度も被害を訴えることができなかった。同校の当時のアンケートは記名式の上、生徒に教室で書かせていたからだ。

被害生徒は「書いていると周りから丸分かりだった。名前を書いて出すこともためらった」と話した。アンケートを書くことで、新たないじめを誘発することを恐れた。
　県教委は毎年、全小中高校にいじめアンケートを実施するよう求めているが、時期や形式は学校任せ。その理由を県教委子ども教育支援課の宮村進一指導主事は「学校がそれぞれ狙いを定めて実施する方が、いじめをより認知できる」と話す。

　一方、文部科学省国立教育政策研究所は昨年６月、「いじめアンケートは無記名で回答しやすくすることが重要」との報告をまとめた。これを受け横浜市教委は昨年１２月、市立小中高校などの全児童・生徒約２７万人に、学校を通じて全市共通の無記名・選択式のアンケートを実施した。

　横浜市教委は「より正確に実態を把握するため、子どもの視点に立って書きやすくした」と説明する。この結果を踏まえ、把握したいじめを全教職員に回答してもらったところ、小中学校での認知件数は前年の約１・８倍に増加した。

　熊本県教委は０６年度から、県内共通で公立の小中高校に無記名式のいじめアンケートを行っている。選択式が大部分で、アンケート後は各校の教諭に全児童・生徒との個別面談を義務づけている。

　文科省の問題行動調査によると、１１年度の熊本県のいじめ認知件数は６８３２件で、児童・生徒１０００人当たりでは３２・９件と全国最多だったのに対し神奈川県は４４５４件で１０００人当たり４・８件。熊本県教委の共通アンケートはいじめ把握に功を奏していることがうかがえるが、同県内で起きた中学生の自殺を受け、更に改善を進めている。

　今回の事件を受けた対応策として、相模原市教委は児童・生徒が周囲に気兼ねせず記入できるアンケート方法を検討している。被害生徒は「家に持ち帰ってのアンケートなら、被害を書けたかもしれない」と語る。通っていた学校は２月、自宅に持ち帰って記載する方式に変更してアンケートを実施した。

　各学校は、いじめの実態について正確に把握する工夫を一層進めるべきだと思う。「いじめは存在するもの」という前提に立ち、広く子どもたちの声を吸い上げ、早期に解決策を取って事態を改善していく努力が必要だ。そうしなければ、悲劇は無くせない。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇いじめ事件の経過

　＜１２年＞

　９月　７日　被害生徒が校舎の廊下で腹を回し蹴りされる

１０月１１日　校舎トイレで２人に腹などを殴られ跳び蹴りされる
　　　１７日　校舎の廊下で顔を膝蹴りされ鼻の骨を折る

　　　２０日　被害生徒と母が相模原署に相談

　　　２２日　学校が１７日の暴行を市教委に報告

１２月　６日　相模原署が１０月１７日の暴行で同級生を傷害容疑で逮捕

　　　１８日　１０月１１日の暴行で、６日逮捕の少年と共謀した暴行容疑で別の同級生を逮捕

　　　１９日　９月７日の暴行で３人目の同級生を暴行容疑で逮捕

　　　　　　　市教委が記者会見

　＜１３年＞

　１月　９日　横浜家裁相模原支部が逮捕された同級生３人のうち２人を保護観察処分に

　　　１６日　残る１人も保護観察処分に

　２月１４日　市教委が調査報告書と対応策を発表

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20130327ddlk14040215000c.html
・いじめ防止協力事業所:認定制度、可児市が来月スタート　日常的に見守り　情報集め専門委が対応　／岐阜（3月27日）
　可児市は、子どもたちが安心して暮らせる環境作りの一環として企業を対象にした「いじめ防止協力事業所」の認定制度を４月１日にスタートさせる。身近にいる人たちが登下校だけでなく、日常的に子どもたちを見守り“いじめの芽”を摘んでいこうという試み。集められた情報は、いじめ防止専門委員会などに届き、具体的な対策につなげていく。

　認定の対象になるのは、同市内の事業所や事業所が構成する団体。認定条件は、子どもたちや客、従業員への働きかけとして、▽店舗や事業所に来たり戸外の子どもたちを見守り、いつもと違う様子に気づいたら「どうしたの」と声掛けをしたり、地域のイベントなどに参加する▽事業所を挙げていじめ防止を表明、ちらしやポスター、ホームページなどで呼び掛けている▽従業員がいじめ防止について学んだり話し合っている−−などの活動を実施していること。

　気になった情報は学校や市教委、保護者、市民らと共有しつつ防止委や中濃子どもセンター、警察などに提供される。認定申込書に実施している「子どもへの働きかけ」や「客への呼びかけ」「従業員への働きかけ」の区分別に具体的な取り組みを表記し、市長あてに提出する。認定し登録されると、認定証と協力事業所のステッカーが交付され、事業所の取り組みが広報などでＰＲされる。【小林哲夫】

http://mainichi.jp/area/gifu/news/20130327ddlk21040028000c.html
・発信箱:「虐待」と呼ぼう＝落合博（3月28日）
　柔道の女子日本代表監督による選手への暴力行為は海外でどう報道されているのかを、「全国柔道事故被害者の会」のメンバーが丹念に調べ、ホームページに掲載している。柔道の創始国にはびこる暴力を多くのメディアは「ａｂｕｓｅ」という英単語を使って紹介していた。児童虐待、高齢者虐待、動物虐待、捕虜虐待などと同じ「虐待」だ。

　柔道をはじめ日本のスポーツを各競技団体の実質的な下部組織として支えている学校の運動部活動では、大阪・桜宮高の男子バスケットボール部員が顧問教諭に殴られた翌日に自殺して以来、指導者による「体罰」が次から次に明らかになっている。

　だが、その原因となったとみられる事実を見ていても、肉体的、精神的な痛みを伴う「罰」を受けても仕方のない「罪」を生徒たちが犯したとはとても思えない。指導者が自分の思い通りにならないことにいら立った揚げ句、手を出すのは、しつけや生活指導のためという理屈を持ち出しても第三者から見れば「暴力」であり、絶対的権力を持つ強者による弱者への「虐待」にほかならない。

　複数の世論調査で「体罰」への賛否が条件付きを含めると拮抗（きっこう）しているのは言葉の使い方にも原因があるのではないか。「被害者の会」の小林恵子さんは「『体罰』と言うから擁護する人が現れます。『虐待』と言われて擁護する人など一人もいません」と話す。メディアの一員として自戒したい。

　ところで剣道に携わる人たちにお尋ねしたい。辞任した代表監督は選手たちをたたくのに竹刀も使っていた。剣道のシンボルでもある竹刀が虐待の道具として使われていたことは剣道という競技の尊厳をも傷つけたことにならないか。（論説室）

http://mainichi.jp/select/news/20130328ddm004070041000c.html
＊読売新聞

・シリーズ　叱る技術

（１）「指導死」親の会　大貫隆志さんに聞く（2月21日）

殴らないノウハウを

指導死の根絶を訴える大貫さん（１月２３日、東京都千代田区で）

　大阪市立桜宮高校の２年男子生徒が、部活顧問から体罰を受けた翌日に自殺した問題の背景には、児童生徒をどう指導すればよいかという大きな課題が横たわっている。

　体罰をせずに、いかに効果的に「叱る」ことができるのか。まずは、中学２年の次男を、教師からの指導後に自殺で失った「『指導死』親の会」の大貫隆志さん（５６）に、教師による厳しい指導がはらむ問題点について聞いた。

その場が収まるだけ

　――体罰をどうとらえるか。

　「暴力を用いた指導は即効性がある。しかし、暴力で自分がコントロールされた経験は、人をコントロールする際に暴力がいかに効果的かということを学ぶことでもある。暴力を使う人を拡大再生産するという不毛な教育効果をもたらす。体罰は、肉体的苦痛に加え、激しい怒りや強い自己否定の感情など、心の傷をもたらす。結果的に自殺リスクを高めることを教師は理解しないといけない」

　――厳しく指導しないと授業が成り立たないという嘆きも現場から出ている。

　「厳しくすればその場は収まるかもしれないが、自尊心の低い子どもが増え、自分の頭で考えられなくなる。厳しい先生がいる時にはおとなしくするが、いなくなると騒ぐ。その程度の教育的効果だ」

　――殴らなくて済む方法はあるか。

　「いくらでもあるのでは。教師はまずは学んでほしい。ノウハウを持っている人はいくらでもいるし、共有することもできる。日本は国連からも、子どもの人権を守るよう再三再四言われている。体罰や不必要に厳しい指導、いじめの問題が放置されているのは、子どもの人権が放置された状態だと思う」

自殺は子どもの責任？

　――大貫さんは「指導死」という言葉を提唱している。

　「２００７年に考えた言葉。教師からの指導を受けた結果、子どもが自殺をしても、ルール違反をしたのだから仕方ないじゃないか、と言われることもある。指導で自殺が起こりうる実態を認知してもらい、専門家と解決策を考えていきたいと命名した。相談の電話も来ており、授業中に教師に大声を出されて、学校に行けなくなったというような事例が山ほどある」

　――国や行政への要望は。

　「子どもをなくした親の正直な気持ちを言えば、もう誰にも死んでほしくない。当事者でしかわからない深い悲しみがある。多くの有識者がいろいろな意見を言っているが、何が起きて死に追い込まれたのかという詳細な調査がほとんど行われていない。背景やデータに基づいた対策でないと、効果がないばかりか、誤った方向に行く恐れもある」

　――体罰も状況によっては許されるという意見には。

　「禁止されているのだからするなといいたい。体罰容認の意見は、遺族にとっては本当に嫌な気持ちになる。子どもの命を大切にする国になってほしい」（聞き手・木村達矢）

　おおぬき・たかし　２０００年９月、次男の陵平君（当時１３歳）が、学校であめを食べたことで教師から注意された翌日に飛び降り自殺した。教師から、反省文の提出と集会での決意表明を求められていたという。０７年に４遺族で「指導死」親の会を設立。体罰を含む生徒指導の改善を求める活動を展開している。

◇　　◇　　◇

体罰の処分者中高が８割
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　文部科学省によると２０１１年度、全国の公立小中高校や特別支援学校で、児童生徒に対する体罰で懲戒や訓告などの処分を受けた教職員は４０４人。過去１０年間は年平均４００人余りで、ほぼ横ばいが続いている。

　処分者を学校別にみると、小学校が２０．０％、中学校４４．６％、高校３４．４％と、中高で８割を占める。体罰が行われた状況は、授業中が最も多く３３．４％、次いで部活動２６．７％、放課後１３．１％、休み時間１１．１％――と続く。

　学校教育法第１１条は、校長や教員は「体罰を加えることはできない」と明確に禁止している。だが、「暴力など反社会的行動をとる子どもにEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(たいする),対する)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きぜん),毅然)たる指導」を求めた０７年１月の政府の教育再生会議第１次報告を受け、同省は翌２月、都道府県教委に体罰にあたる行為を具体的に示した通知を出した。

　通知では▽殴る、蹴るなど身体に対する侵害▽長時間の正座や直立など肉体的苦痛を与える――を体罰と例示。一方で▽放課後に教室に残す▽授業中、教室内に起立させる▽学習課題や清掃活動を課す▽学校当番を多く割り当てる▽立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる――などは、体罰には当たらないとした。児童生徒からの暴力行為を防衛しようとしたり、他の児童生徒への暴力の制止、危険を回避するための行動も、体罰の除外例とした。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130214-OYT8T00266.htm
（２）元小学校教諭　野中信行さんに聞く（2月22日）
勇気を持って大声で

　体罰は禁止だ。しかし、児童生徒を厳しく叱らなければならない時もある。

　横浜市立小学校で３７年間、教師生活を送り、現在は各地で初任者指導のアドバイザーを務める野中信行さん（６５）に、叱る指導について聞いた。

　――体罰は必要か。

　体罰は絶対にだめだし、小中学校の教員に体罰禁止の意識は染み付いている。では、なぜやるのか。大半は、思わず手が出たケースだろう。

　私も担任をしていた６年生の男の子をたたいてしまったことがある。休み時間、級友たちがいる中で、男の子が磁石を天井に放り上げたら蛍光灯に当たって、砕けたガラスが降ってきた。自分や級友にケガさせるかもしれない危険な行為だ。教室にいた私はとんでいって「なんてことするんだ！」と、思わず手をあげていた。子どもが危険な行為をしたら、教師は指導に行かざるをえない。

　――その後の対応は。

　すぐ校長に伝え、保護者にも連絡して説明した。この時は、保護者も状況を理解してくれた。日頃からの保護者との信頼関係作りも大切だ。納得されず、教育委員会に訴え出られれば事件になる。そういう環境で、現場の教員は児童生徒の指導をしている。

「友だち先生」

　――子どもを叱ることがリスクになっている。

　１９７０年代までは、「先生、学校でうちの子が言うことをきかなかったらひっぱたいてください」と言う親が多かった。今は親の気質も変わった。若い教員も叱り方を知らない。子どもに甘い「友だち先生」になってしまう。

　――なぜ叱り方を知らないのか。

　教員自身に、叱られた経験がほとんどない。大学の教員養成課程や教育委員会主催の研修でも、体罰禁止は教えても、指導技術までは教えていない。教室の外では、教員と子どもたちは仲の良い、横のつながりで良い。教室の中では、教師と子どもは「指導をする―教わる」の縦の関係を作らなければ教育はできない。学級崩壊は、こうした関係づくりの失敗から起こることが多い。

ここぞという時

　――どう叱ればよいか。

　若い教員の相談では「大声を出して叱るのが怖い」という声が多い。また、叱るべき場面で、語って聞かせようとするのも失敗しがちなケースだ。ここぞという時は、勇気を出して、大声を出して叱る。指導が通ったことを確認したら素早く終わらせて、後に引きずらないことだ。（聞き手・伊藤史彦、写真も）

　のなか・のぶゆき　元横浜市立小学校教諭。北海道教委や各地の市教委で、新人教員の指導・助言に携わる。近著に『新卒教師時代を生き抜く初任者１ヶ月の成功シナリオ』（明治図書出版）。

◇　　◇　　◇

改めた行動　すぐ褒める…新人教員ら研修会[image: image6.jpg]



　東京・池袋で２日、野中さんが講師を務める「学級作り」の研修会が開かれ、４月から教壇に立つ新人教員ら約６０人が参加した。

　野中さんは、教師が時にはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(きぜん),毅然)とした姿勢を見せることも重要だとした上で、体育の授業で子どもたちが準備体操をせずに遊んでいたとの場面を設定。大声を上げて叱った様子を実演してみせた。

　叱り方の原則として▽短時間で終わらせ、いつまでも引きずらない▽子どもたちが、正しい行動をやり直しできたら、すぐ褒める▽特に高学年や女子は、集団の中で個人を叱らない――とした。また、「『叱る』は麻薬のようなもので中毒になりやすい。ここぞという時の、最後の手段であることを絶対に忘れないで」と念を押した。

　４月から海外の日本人学校に勤務する大学４年生の大道沙織さん（２４）は、「教育実習でも、『子どもたちが卒業した後のことも考えて指導しなさい』と現場の先生方から教えられた。４月から指導ができるか心配もあるが、大切なことは、メリハリをつけて教えていきたい」と話していた。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130215-OYT8T00391.htm
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（３）阿江美恵子・東京女子体育大学教授に聞く（2月23日）
体罰経験者が容認派に

　柔道女子の１５選手の告発などにより、スポーツと体罰の問題はさらなる広がりを見せている。部活動での体罰を研究してきた東京女子体育大学の阿江美恵子教授（５９）に話を聞いた。

　◎４割が体験
　――体罰問題が相次いで発覚している。

　体育関係者なら誰でも知っているのに、長年、放置されてきた問題だ。今こそスポーツから暴力を一掃する時だ。

　１９９４年から２年間、東京女子体育大の学生５９６人に、高校までの部活動での体罰経験を調査した。学生の約４割が体罰を受けた経験があり、「強くなった」「上達した」という意見が多かった。体罰時の気持ちは「自分が悪い」という回答が最多。消極的なものも含め、体罰を容認していたのは、体罰経験のある学生が７３％、未経験の学生は５３％。将来体罰をするかとの問いに「決して殴らない」と回答したのは、体罰未経験の学生が３５％で、体験者は２１％にとどまった。指導者から次代の指導者へと暴力の循環が起きている可能性がある。

　◎逃げ場がない
　――部活動の指導で体罰はなぜなくならないのか。

　生徒から見ると、力のある指導者のいる学校でないと大きな大会に出場できない。保護者も体罰を容認する意識が根強い。学校単位で大会に出場する競技がほとんどで、中学や高校が選手強化を背負い込んでいる。暴力が嫌でも、競技を続けられるような逃げ場が学校外にない。

　指導者からすると、早く結果を出さなければならない重圧がかかる。指導者が思い描くプレーや練習課題を生徒に強いることができる体罰は、手っ取り早く結果が出せる。運動能力の高い生徒は、練習を強制すれば力が伸びる。「俺が勝たせてやっている」という慢心にもつながる。

　◎指導者の技量
　――体罰をなくすにはどうすればいいか。

　指導者の技量向上が必要だ。選手は強制されないと、自分の限界を乗り越えられないこともあるが、その手段が体罰である必然性はない。多くの場合、体罰問題の後始末は教員の処分と異動で処理されてきた。教育委員会も、体罰を許さない指導環境をつくり、教員が指導技術を学べるだけの余裕ができるようにもするべきだ。（聞き手・伊藤史彦）

◇

　あえ・みえこ　筑波大大学院博士課程単位取得満期退学。１９８７年より東京女子体育大に勤務。２０１１年から日本体育学会理事。専門は体育・スポーツ心理学。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130216-OYT8T00194.htm
（４）奈良市立朱雀小学校・中嶋郁雄教諭に聞く（2月28日）
「自律の精神」を養う

　６～１２歳という幅広い年齢の子どもたちが集まる小学校。著しく成長するこの時期に、どのように叱れば効果的な教育につながるのか。

　叱り方についての著書がある奈良市立朱雀小学校の中嶋郁雄教諭（４７）に聞いた。

　――叱る先に何を見るか。

　「子どもたちの自律の精神を養うことだ。心の中に『先生』を住み着かせたい。教室で走り回ったりポイ捨てをしたりした時、行動を振り返り、『これはいかんやろ』と考えられる人になってほしい」

　――叱り方を意識するようになったきっかけは。

　「教師になったばかりの頃は叱り方がわからず、感情的に叱ったこともあった。後に再会した教え子が『先生は怖かった。なぜあんなにむちゃくちゃに怒られたのか、今でもわからない』と打ち明けてくれた。『よく殴られたなあ』と思い出す人はいるが、どうして殴られたかを話す人は少ない。反省した理由を忘れない叱り方をしないと、教師の思いは伝わらない」

◎未熟な証し

　――体罰を必要とする場面はないか。

　「恐怖でしか抑えられないのは、教師として未熟な証し。クラスから巣立ち恐怖から解放されたら『怒られないから……』と考える。命令通りに動かすのみでは、子どもは体裁を取り繕うだけ。時間をかけ、子どもなりに納得させた上で行動させたい」

　「厳しく一言で抑えつけろという雰囲気が職員室にあるかもしれない。子どもには子どもなりの考えや理屈があるので、それを理解できるように子どもたちとの信頼関係をしっかり作ることが必要だ」

　――子どもとの接し方で心がけていることは何か。

　「怒りに身を任せた感情的な姿を見せないこと。ある児童を叱っている時、別の児童に呼ばれたら、にこっと笑顔で振り返るくらいの余裕を持つべきだ。小学生になれば、人間の感情を逆なでするような発言ができる。教師は、なぜ指導しているのかを忘れてはならない」

◎意欲を高める

　――学年によって指導方法を変えているのか。

　「１～２年生は『ならぬものはならぬ』。簡単な言葉で理由を教え、形を作る。３～４年生は、教えたことができているか見守り、できなかったら『今はどうすべきだったかな』と正しい方向に戻す。５～６年生は頭では理解しているので、間違った時には『先生が言いたいことはわかるか』とだけ述べて考えさせる」

　「外を固めた上で、徐々に精神を鍛え、自律の精神を養っていく。子どもたちが生活への意欲を高められるように指導するのがプロの教師だ」（聞き手・中島千尋、写真も）

　なかしま・いくお　奈良教育大卒。著書に『その場面、うまい教師はこう叱る！』『誰でも成功する児童の叱り方のキーポイント』など。２０１０年に「『叱り方』研究会」を設立。講演などを通じ、教師に叱り方を見直してもらう活動を行っている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130221-OYT8T00258.htm
（５）愛知県刈谷市かりがね小学校・神谷和宏教諭に聞く（3月1日）
問いかけ「気づき」促す

　子どもをどう叱ればよいのかが分からず、悩む教師は多い。中学校に長年勤務し、生徒指導にコーチングの手法を生かしてきた神谷和宏・愛知県刈谷市立かりがね小学校教諭（５３）に話を聞いた。

◎信頼関係が前提
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　――コーチングを生徒指導にどう生かしてきたのか。

　「生徒をよく観察し、言い分も十分に聞いた上で、本人に問いを投げかけることで、自分自身で気づかせる。だから、叱ることはあっても、感情をぶつけて怒ることはない。本人の気づきを促す鋭い質問ができるかどうかが重要だ」

　――叱る以前に心がけていることは。

　「褒めるのも叱るのも、教師と生徒の間に信頼関係があって初めて効果が生まれる。普段からコミュニケーションをとるように努めている。もちろん、私と相性が合わない生徒もいる。気の合う教師に接触してもらうなど、チームで対応するとよい」

　――具体的にはどのように叱るのか。

　「遅刻した生徒がいたら、『今日も遅刻したな。３度目だぞ』と、問題点を指摘する。ここで、『宿題もしてこないし、だからお前はダメなんだ』と、他の問題も持ち出し、人格まで否定してはいけない」

　「次に『遅刻が続けば、授業も分からなくなるよ』と、叱る理由を説明し、納得させる。その上で、『そうなったら、先生は悲しいよ』と、心情を込めて語る。教師自身を主語にした『EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(アイ),Ｉ)メッセージ』で話すと、生徒は押しつけられた感じがしない。人格を認められた気持ちになる」

◎判断させる

　――教師から指示や命令はしないのか。

　「しない。代わりに、『明日からどうするの』と質問する。生徒自身で考え、判断させるためだ。その場で答えは聞かなくていい。ただ、じっくり待てず、返答をせかす教師が多い。過去にさかのぼって、長々と叱るのも、子どもの胸に響かない。また遅刻すれば、この指導を繰り返す。それでも改まらなければ、家庭の事情など別の要因を探ったほうがいい」

　――遅刻しなくなったら。

　「褒める。『できたね。先生は信じていたよ』と温かい言葉をかけ、生徒が『行動を変えてよかった』と思えるようにしている」

　「うまく叱れない若い教師が増えているのが心配。コーチングの考え方を理解し、状況に応じて生かしてほしい」（聞き手・石塚公康、写真も）

　コーチング　本人が自ら成長していけるように、継続的にコミュニケーションをとりながら支援する人材育成法。スポーツ選手やビジネスマンの育成に用いられ、教育分野でも導入されている。

　かみや・かずひろ　愛知教育大学卒業。愛知県内の公立中学校に数学教師として長年勤務。第４５回読売教育賞で優秀賞。カウンセリングについても学び、著書に『教師のほめ方叱り方コーチング』、『教師のための　子どもが動く！コーチング５０』など。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130222-OYT8T00223.htm
（６）諏訪東京理科大学・篠原菊紀教授に聞く（3月2日）

体罰　知的学習に逆効果

　教師が子どもを叱ったり褒めたりすることは、見方を変えれば子どもの脳に働きかけ、脳活動のパターンを変えようとしていることを意味する。

　脳科学者の篠原菊紀・諏訪東京理科大学教授（５３）に、叱ることがどう脳に影響するかを聞いた。
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◎恐怖で学ぶ

　――教師の指導に、子どもの脳はどう反応するのか。

　「叱られた時と褒められた時に、使われる脳の部位は別だ。恐怖を感じたり、体罰を受けたりすると、脳の奥にある『EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(へんとうたい),扁桃体)』が活動し、体がすくむなどの反応が表れる。敵に襲われるなど命に関わるものは一発で学習しないと生き残れないので、このような『恐怖学習系』は学習効率としては高い。しかし、恐怖学習は、繰り返すとトラウマ（心の傷）になりやすいので、何度も叱るのはよくない」

　――では褒められた時は。

　「褒められると、『線条体』の活動が高まる。線条体は、行動と快感を結びつける働きを持つ。そのため何かやったら褒めるということを繰り返すと、何かやろうかなと思っただけで快感を感じるようになり、やる気や意欲につながる。しかし、褒め続けると、報酬としての効果がなくなる。会社の給料のように、最初はうれしいが、そのうちもらうのが当たり前になる」

◎３倍褒める

　――叱りと褒めのバランスが重要とよく言われる。

　「一説には、学習効果は叱る方が褒めるより２～２・５倍高い。１発叱ったら、その子のいいところを三つくらい褒めてあげることが大切だろう。叱ることと、その子のいいところを伸ばすフォローを組み合わせてほしい」

　――体罰も一定の効果があるのか。

　「ネズミに電気ショックを与えると、単純な学習には効果がある。しかし、知的で創造的な学習には逆効果だ。知的な思考を行うとき、脳は複数の記憶や情報を組み合わせて答えを出す『ワーキングメモリー』という機能を使うが、ストレスを与えると、この機能が落ちてしまう。余計なことを考えられなくなるので、単純作業は早くなるかもしれないが、自発的で創造的な活動はできなくなる」

　――教師自身も成長しないといけないが。

　「私の知る限り、教員は褒められ好き。たくさん褒めてあげれば、自ら工夫してどんどん伸びていく。極端な言い方だが、子どもよりもまず先生を褒める方が最優先と思う」（聞き手・木村達矢、写真も）

　しのはら・きくのり　長野県生まれ。東京大学教育学部卒業。現在、諏訪東京理科大学共通教育センター教授、学生相談室長などを務める。脳血流の変化などを測定し、学習している時や遊んでいる時の脳活動を調べている。著書に『勉強にハマる脳の作り方』など。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20130223-OYT8T00266.htm
（７）兵庫教育大学　上地安昭名誉教授に聞く（3月6日）
カウンセラー的視点で
　教師が上から目線で子どもを叱っても、信頼関係がないと反発心や憎しみを生み出すだけだ。
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　「叱るには、カウンセリングの視点が必要」と語る兵庫教育大学の上地安昭名誉教授（７２）に、叱るのに必要な技術を聞いた。

◎現場の嘆き

　――カウンセリングの視点とは。

　「受容的、傾聴的、共感的態度で代表される考え方のことだ。近年、子どもの話を単に受け入れ、褒めることを強調した生徒指導が広まったが、限界も見えてきた。放任された子どもが増え、学級崩壊を招いている」

　――叱ることも重要ということか。

　「そう。だが、体罰は禁止されており、感情的に怒ると後味が悪い。現場からは『どうやって叱ればいいかわからない』との嘆きが多く聞こえてくる。生徒指導に必須の技術なのに、叱り方は教職課程では教えられていない。上手な叱り方を研究し、教師に身に着けてもらう必要がある」

　――どう叱ればいいか。

　「普段褒めて、子どもとの信頼関係ができている教師ほど、叱る効果が出る。何より短時間で叱ることが大切。私たちは『３分間叱責法』という、実践訓練プログラムを開発した。ポイントは、攻撃的ではなく、アサーティブ（さわやかな主張として）に叱ることだ。例えば、たばこを吸っている生徒に、『規則だから』と高圧的に言うのではなく、『君の年頃だと、吸ってみたくなる気持ちもよく分かる。でも健康に悪いよね』と伝える。人格を否定せず、プライドを傷つけないようにする」

◎フォローが大切

　――叱った後は。

　「叱ることは、生徒指導の始まりでしかない。重要なのは、叱った後のフォロー。相手の心の動きをよく見ていないと、最悪自殺に至る。子どもが自分にとって大事な生徒であるというメッセージを伝え続けることが肝心だ」

　――体罰はやむをえないという声も根強い。

　「体罰は厳禁だ。今こそ、体罰に代わる指導法を、現場の先生をまじえて真剣に考えるべき。アメリカやカナダでは、教師の資格を持つ人がカウンセリングの勉強もして、各学校に配置されている。日本では非常勤の学校カウンセラーなどの派遣制度があるが、日常の教育から離れた形で子どもたちの相談に乗っている。カウンセリングの勉強をした教師が、教育の一環として相談に乗る『教師カウンセラー』の制度化が望まれる」（聞き手・木村達矢、写真も）

　うえち・やすあき　沖縄県出身。１９６９年、広島大学大学院博士課程単位取得退学（教育学博士）。同大助教授、兵庫教育大教授などを歴任。１１年から神戸カウンセリング教育研究所代表。著書に「『叱る』生徒指導―カウンセリングを活かす―」など。

http://www.yomiuri.coa.jp/kyoiku/renai/20130227-OYT8T00528.htm
・いじめ防止条例の提案見送り・・・高森町（長野県）（3月4日）
県内初となる「子どもいじめ防止条例」の制定を目指している高森町は、同条例案の３月定例町議会への提案を見送る方針を決めた。１日までのパブリックコメント（意見公募）で「周知期間が短すぎる」との指摘があったため。町教委はパブリックコメントの期限を１５日まで延期し、６月議会への提案を目指す。

　条例案は１３条で構成。対象となる「子ども」を町内の小中学生とし、いじめ防止に向け、町や学校、保護者の役割を明記。深刻ないじめが発覚した場合は、臨床心理士らによる「いじめ防止専門委員会」を開くなどとしている。

　町教委は今後、小中学校の教師の意見を聞いたり、広報に解説を載せたりして改めて周知していくという。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20130303-OYT8T00727.htm
・いじめ防止、家庭も責任・・・自民が基本法案明記へ（3月5日）

自民党が今国会への提出を目指す「いじめ防止対策基本法案（仮称）」の修正案が４日、明らかになった。

　保護者に子どもが他人をいじめないよう指導する責任があることが新たに盛り込まれた。

　修正案は、保護者について「子の教育について第一義的責任を有する。いじめを行うことのないよう監護する子の規範意識を養うための指導などを行う」と明記。いじめ対策を学校や教員に任せるのではなく、家庭も責任を負うことを強調したものだ。また、教育再生実行会議が第１次提言で道徳教育の充実を求めていることを踏まえ、学校、教員に対して、「全ての教育活動を通じた道徳教育の充実を図る」ことを加えた。

　一方、原案では、いじめを「心理的、物理的な攻撃で、攻撃を受けた児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの」と幅広く定義していたが、党内から「ささいなトラブルまでいじめと拡大解釈される恐れがある」との声が出たため、修正案では「継続的に行っている」ことを条件として加えた。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130304-OYT1T01727.htm
・母子支援施設「足りない」・・・希望者が殺到、充実求める声（3月15日）
経済的に困窮したり、夫や恋人からの暴力（ＤＶ）を受けたりした女性とその子どもを保護する母子生活支援施設「沙羅の木」（山口市）が入所希望者を受け入れられない状態が続いている。県内に同施設が少なく、希望者が殺到しているためだ。沙羅の木は「施設を必要とする母子は多い」と支援の充実を求めている。（清島愛）

　母子生活支援施設は、１８歳未満（一部２０歳未満）の子どもと母親が、就職や子育てなどへの助言や支援を受けながら、自立に向けて生活する児童福祉施設。全国に約２６０施設ある。

　県内では、１９９０年代に公設の５施設があったが、うち４施設が２０１１年までに老朽化などのため休止や廃止となった。残る宇部市愛光園（宇部市）も老朽化のため３月末の休止が決まっており、４月からは民間の沙羅の木が唯一の施設となる。

　９９年まで公設民営施設があった周南市のこども家庭課は「休止中の施設は古く、耐震基準を満たしていない。ニーズが減少していると認識しており、新築や改修は難しい」としている。

　沙羅の木は防府市の社会福祉法人が１１年３月に開設し、１２年７月に定員の２０世帯分が埋まった。その後、出入りはあるが、ほとんど満室状態で新たな受け入れは困難という。岩城克枝施設長（６３）は「定員に達して以降、１２～１３件の入所希望を断った。施設の規模を拡大したいが、開設時の借金などがあり金銭的に難しい」と肩を落とす。

　同じ中国地方の鳥取県では、市や社会福祉法人が運営する母子生活支援施設が５施設あり、県独自の基準を満たす施設の人件費の一部を補助している。同県青少年・家庭課は「５施設で計１０５世帯分あるので、常に空室があり、ＤＶ被害者の緊急的な受け入れも可能」とする。

　一方、山口県こども未来課は母子家庭への支援について、「児童扶養手当や公営住宅の優先入居のほか、県母子福祉センターで生活・就職相談を受け付けている」と説明する。

　だが、龍谷大の山辺朗子(さえこ)教授（ソーシャルワーク論）は「金銭や住居の支援だけでは救えないケースもある」と指摘する。

　山辺教授によると、身寄りがない外国人の母親や、知的障害や精神疾患で子育てが困難な母親には、育児や日常生活、就職の支援が必要という。ＤＶ被害者にとっても、数週間～数か月の滞在を想定する緊急避難所（シェルター）より、長期間入所できる母子生活支援施設が、安定した生活基盤を築ける。

　教授は「寄る辺のない母親が、ストレスで子どもを虐待してしまうこともある。そうした悲劇を防ぐためにも、母子生活支援施設が必要」と強調する。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamaguchi/news/20130315-OYT8T00084.htm
・「道徳」の教科化、前倒しを検討・・・文部科学省（3月25日）

文部科学省は、道徳教育を学校の正規の教科とする時期を、２０１８年の学習指導要領改定時から前倒しする方向で検討する。

　いじめ問題解消につなげる狙いがあり、４月上旬に設置する有識者会議「道徳教育の充実に関する懇談会」で具体的な時期などを詰める。

　懇談会は１３年度中に提言をとりまとめ、下村文科相に提出する。文科省内には、１５、１６年度には教科化すべきだとの意見も出ている。

　道徳を巡っては、政府の教育再生実行会議が今年２月、「他者への理解や思いやり、規範意識」などを育むために教科化が必要であるとした提言を安倍首相に提出。文科省はこれを受け、１０年に１度の学習指導要領改定にあわせて道徳教育の教科化を目指すとしていた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130326-OYT1T00210.htm
＊時事通信
・自殺の１０～２０代女性、６７％未遂歴＝いじめ、虐待も遠因－ＮＰＯ調査（３月１日）
　自殺した１０～２０代の女性の６７％に自殺未遂歴があったことが、自殺問題に取り組むＮＰＯ法人「自殺対策支援センターライフリンク」（東京）がまとめた「自殺実態白書２０１３」で分かった。
　白書では０７～１２年までに自殺した人のうち５２３人について遺族らから聞き取り調査を実施。自殺未遂歴に関しては、全体では３３％で未遂歴があり、女性は４８％と男性（２６％）の２倍近くに上った。
　自殺に至る主な要因として「事業不振」「職場環境の変化」「失業・就職失敗」「生活苦」「負債」「家族間の不和」「うつ病」などが挙げられた。
　過去に虐待やいじめなどを受けた経験が「自殺の遠因」になっていた可能性がある人は女性では１９％と男性（１２％）より高かった。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%a4%a4%a4%b8%a4%e1&k=201303/2013030100594
・児童ポルノ、過去最悪＝５年以上「流通」が２割－虐待も最多更新・警察庁（３月７日）
　２０１２年に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は前年比９．７％増の１５９６件となり、統計を取り始めた００年以降で最も多かったことが７日、警察庁のまとめで分かった。インターネットへの掲載やＤＶ[image: image11.jpg]FHEREROMRS
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Ｄ販売などの「流通」事件の２割で、映像や画像が５年間以上使い回されていたことも判明。ネットを通じたポルノ拡散の実態が初めて裏付けられた。
　被害児童（１８歳未満）のうち、身元が特定されたのは５３１人いた。ほかに７３３人を年齢の鑑定で児童と判断。合計は１２人増の１２６４人だった。
　児童ポルノを流通させた事件９５２件を調べたところ、１８４件（１９％）は５年以上前に製造され、過去の事件でも使われていたことが判明。被害者は１０～１７歳の女児２８人で、０１年に作られた映像もあった。
　ファイル共有ソフトを使って流通させたのは５１９事件あり、１．４倍に増加。全体に占める比率は年々高まっている。
　警察庁は「取り締まりの強化で摘発が増えたが、潜在している被害も相当ある」と指摘。愛好者グループや共有ソフト利用事件の摘発などに引き続き力を入れる。
　一方、児童虐待事件は２２．９％増の４７２件を摘発。被害者数は１９．６％増の４７６人となり、いずれも統計を始めた１９９９年以降の最多を更新した。死亡した児童は７人減の３２人で、全体に占める割合は過去最少の６．７％だった。
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・配偶者間暴力、被災地で深刻＝福島で６割超－児童虐待も過去最高を記録【震災２年】（3月11日）
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　東日本大震災の被災地で、配偶者間暴力（ＤＶ）が深刻化している。狭い仮設住宅に妻たちの逃げ場はなく暴力は激化。先が見えない避難生活が続く中、夫婦関係が悪化するなどし、福島県では２０１２年、警察へのＤＶ相談件数が過去最多になった。ＤＶは子どもの成育にも悪影響を及ぼし、児童虐待を誘発する懸念もある。国は震災後、相談窓口を設置したが、支援者は「ＤＶ被害はこれからさらに増える」と警戒する。
　福島県警には１２年、前年比６４％増の８４０件、宮城県警にも同３３％増の１８５６件のＤＶ相談があり、いずれも過去最高を更新した。一方で、岩手県警への相談は同２％減の２９８件。全国の警察が把握した件数（１２年１～８月）の伸び率は２５％だった。
　支援団体「ハーティ仙台」（仙台市）は「震災による失業などで加害男性が自宅にいる時間が長くなり、ＤＶの機会が増えた」とみる。これまでの広い家から狭い仮設住宅に移ったことで、被害女性らが隠れにくくなり、より粗暴な事例が増えているという。
　福島県では東京電力福島第１原発事故の影響で、夫と妻子が離れて住むケースが増え、すれ違いから夫が暴力に訴えることも。「ウィメンズスペースふくしま」（同県郡山市）によると、失業した夫が東電の賠償金を浪費してしまう経済的な暴力も目立つ。
　岩手県では相談件数は減ったが、支援者は「被害者が孤立しているだけ」と分析。震災後、相談の半数以上は内陸の盛岡市内の窓口に寄せられており、「参画プランニング・いわて」（同市）は「被災した沿岸部は支援体制が不十分」と指摘する。
　一方、１２年の児童虐待取扱数は、福島県警で前年比７６％増の１０９件、宮城県警も同３４％増の２５４件と過去最高を記録。岩手県警は同１１％増の１４４件となった。親のＤＶなどを見て心が傷つく心理的な虐待は、宮城県警で同４２％増の１５５件に上った。
　１９９５年１月に起きた阪神大震災の後もＤＶの相談件数は急増。兵庫県では、９４年度の３９件から９５年度は７４件、９７年度には１３８件と３年で３．５倍になった。当時、支援に当たった「ウィメンズネット・こうべ」（神戸市）は「災害後の大変な時期は、家庭の問題だからと遠慮する人もいるが、我慢せずに相談して」と呼び掛ける。
　内閣府は１１年５月以降、岩手、宮城、福島３県で、女性の悩みに答える専門相談を開始。現在も月４００件以上の相談があり、うち約４割がＤＶ関係という。ハーティ仙台の八幡悦子代表は「被災３県でも支援員を養成し、相談体制の底上げを図りたい」と話している。（2013/03/10-11:36
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